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ごあいさつ 
 

 「令和５年度 市町村保健師の管理者能力育成の推進に向けたアドバイザー支援事業」により作

成いたしました「自治体保健師の人材育成推進のためのハンドブック～地域の看護系教育機関と

連携した管理期保健師の能力向上に向けて～」を皆さまにお届けいたします。 

「地域における保健師の保健活動に関する指針」（平成 25 年）に示された保健活動に必要な

能力の向上について、都道府県及び市町村は保健師の現任教育に努めることとなっています。さ

らに「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会 最終とりまとめ～自治体保健師の人材育成体

制構築の推進に向けて～」（平成 28 年）では、自治体保健師の標準的なキャリアラダーとして

専門能力のみならず、「管理職保健師に向けた能力係るキャリアラダー」が定められました。加

えて、これらの保健師の資質向上に向けた研修の実施にあたっては、保健師を養成する教育機関

等との連携により推進することと記載されました。 

令和元年からの新型コロナウイルス感染症のまん延や自然災害への対応等、保健所や、自治体

の保健師は多くの困難を乗り越えてきました。その過程において、都道府県と保健所設置市や特

別区との間での情報共有や連携が十分でないケースの経験もありました。そこで、令和５年４月

に施行された改正感染症法においては、都道府県が連携協議会を設置し、平時からの意思疎通・

情報共有・連携を推進することとなりました。協議会の運営等においては、都道府県だけでなく、

各自治体の管理期にある保健師の情報収集、共有、連絡調整の能力がより一層求められることと

なります。 

以上のような経過を踏まえて、看護系大学等の教育機関と連携して管理期にある保健師の研修

（管理期研修）をより推進するための方策を検討し、周知、実効化することを目指して本事業が

実施されました。 

本ハンドブックの作成にあたっては、令和４年度に自治体と看護系教育機関が連携した管理期

研修の実態を把握し、さらに自治体保健師、看護系教育機関の公衆衛生看護学の教員、研究機関

の教員が委員として検討を進めました。令和５年度においても、自治体ならびに看護系教育機関

にヒアリングを行ない、ハンドブックの改定を行ってきました。実際に連携を進めるための方法、

体制、メリット等の確認とともに、お互いの立場から、連携を推進するために準備しておくこと、

配慮しておくこと等も具体的な方策を盛り込みました。 

自治体に所属する保健師数は３万８千人を超えております（令和４年度保健師活動領域調査）。

組織において、保健師が個々の能力を向上させ、現場でいきいきと活動し、その結果、組織とし

ての実践力が向上するためには、係長・課長級の管理期にある保健師の管理者としての能力が大

きく関与します。 

管理期研修の実施を検討する際、看護系教育機関と連携した研修を企画される際には、ぜひ本

ハンドブックを開いていただきたいと思います。看護系教育機関にとっても自治体保健師の研修

に参画することは、保健師基礎教育に大きな還元があるという認識でいることがおわかりいただ

けると思います。本ハンドブックが保健師の管理期研修の推進に寄与することを願っております。 
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令和５年度市町村保健師の管理者能力育成の推進に向けたアドバイザー支援事業 

委員長   荒木田  美香子 
（川崎市立看護大学 副学長） 
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１．ハンドブックの活用にあたって 
 

１）本ハンドブック作成のねらい 

  令和４年度に実施した「都道府県における市町村保健師を対象とした研

修」の実施状況調査において、平成 28年の調査結果に比べて管理期の自治

体保健師（以下、管理期保健師）を対象とした研修実施回数及び研修全体に

占める割合は増加していたものの、新任期及び中堅期に比べて低い（新任期

35.1％、中堅期 39.4％、管理期 25.4％）状況となっていました。管理期保

健師研修について、都道府県等自治体から「研修講師選定が難しい」「講義

の組み立てを独自で考えることが難しい」等の意見もあることから、現行の

取り組みだけでは研修開催の拡充は難しい状況であることが明らかとなりま

した。 

  本ハンドブックでは、自治体が管理期保健師の管理者能力の向上を目的と

した研修を継続的・体系的に実施できるよう、保健師基礎教育を担う看護系

教育機関と連携することを 一つの方策とし、連携の段階に応じて、自治体

と看護系教育機関の具体的な役割や連携のポイントについて示します。本ハ

ンドブックは自治体や看護系教育機関への調査・ヒアリング等をもとに両者

で管理期保健師研修を安定的に実施するための手順や留意点を示したもので

す。 

なお、本ハンドブックにおける自治体は、都道府県及び市町村を含んでお

り、管理期保健師の研修は、都道府県が市町村の管理期保健師を対象に行う

研修や保健所設置市等が行う管理期保健師研修等を想定しています。 

 

２）活用対象 

自治体保健師を対象とした研修を企画・実施する担当部署・担当者は、保

健師の専門能力に加え、行政管理職としての能力向上のため、人事部門とも

協働して体系的な人材育成体制を構築し、管理期保健師の人材育成について

検討している場合もあります。 
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また、自治体内で配置されている統括的な役割を担う保健師（以下、統括

保健師）は、自治体内の組織目標等に基づき保健師の人材育成体制を整備す

る能力を発揮することが求められています 1。 

本ハンドブックは、都道府県（保健所含む）、指定都市・中核市・その他

市町村の研修担当者、統括保健師等、自治体の人材育成に関わる担当者とと

もに、看護系教育機関のうち公衆衛生看護を中心とした領域を担当する教員

を対象としています。 

（１）自治体 

・保健師の研修等人材育成関係の担当者（保健師や事務職等） 

・統括保健師 

・人事部門担当者  等 

（２）看護系教育機関 

・地域内の自治体と連携している看護系教育機関の教員 

・地域内の自治体と連携予定または連携を希望する看護系教育機関の教員 

※ 本ハンドブックにおける看護系教育機関との連携とは、看護系教育機関の公衆衛生看護を 

中心とした領域を担当する教員との連携を指している。 

 

３）活用における留意点 

都道府県が市町村の管理期保健師に対し、研修を実施していることが多

くありますが、政令指定都市・中核市・政令市・特別区は、独自に自組織

の管理期保健師に対し、研修を実施している場合もあります。そのため、

本ハンドブックに記載している連携のポイントや場面等は、各自治体の人

材育成体制の実情や管理期保健師の課題やニーズにより、当てはまらない

場合もあります。各自治体の状況に応じて、参考にしてください。 

ハンドブックの構成は、まず、自治体の人材育成の体制、自治体と看護

系教育機関の連携のポイントを整理しました。次に、管理期保健師研修の

 
1 「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会最終取りまとめ～自治体保健師の人材育成体制構築の推進に向けて

～」（平成 28 年 3月 31 日地域における保健師の保健活動に関する検討会作成） 
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実施過程において、自治体と看護系教育機関が連携して進めるポイントを

各ステップで示しました。そして、自治体と看護系教育機関が連携して人

材育成を進めるための具体的な連携の進め方について、場面や方法の具体

例を紹介します。 
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２．看護系教育機関等と連携した自治体の管理期保健師の

人材育成 
 

１）自治体保健師の人材育成体制 

地域保健活動の主要な担い手である自治体に所属する保健師（以下、自治

体保健師）の現任教育体制は、「地域における保健師の保健活動について2

（以下、保健師活動指針）」や「保健師に係る研修のあり方に関する検討会

最終とりまとめ 3（以下、最終とりまとめ）」において、都道府県が市町村と

協働して現任教育体系を構築し、研修等を企画・実施することが示されてい

ます。同時に、保健師等の学生実習への効果的な実施等により看護系教育機

関等との連携を図りながら、効率的な現任教育を実施することが求められて

います。また、各自治体の人材育成基本方針に体系づけられた保し健師の人

材育成を組織的に推進するために、看護系教育機関等の自治体以外の関係機

関の参画により、多角的な検討の場を設けることも推奨されています。 

 

２）自治体保健師が管理期に獲得すべき能力 

自治体保健師が獲得すべき能力は、「自治体保健師の標準的なキャリアラ

ダー」において能力の成長過程と段階別に自治体保健師におおむね共通して

求められる標準的な能力を整理して示されています 4。 

管理期保健師が獲得すべき能力は、「自治体保健師の標準的なキャリアラ

ダー」のなかで「管理職保健師に向けた能力に係るキャリアラダー」に管理

的活動の３項目（１. 政策策定と評価、２. 危機管理、３. 人事管理）が明

示されています。つまり、自治体の管理的な立場にある者として、組織のマ

ネジメント力や評価スキル、危機管理への対応、人事管理として職員の育成

 
2 「地域における保健師の保健活動について」（平成 25 年 4月１９日付健発０４１９第 1号厚生労働省健康局通知） 

3 「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会最終とりまとめ」 
4 「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会最終とりまとめ」 
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能力の向上やジョブローテ―ション等の体制づくり、が求められており、管

理期保健師には、組織管理等の自治体管理職としての能力も必要です。 

３）看護系教育機関と連携した自治体保健師の人材育成 

 令和５年度に実施した自治体と地域の看護系教育機関が連携した管理期保

健師の人材育成の調査において「保健師研修にて看護系教育機関の関わり」

が「ある」と回答した自治体は 67.3％で、研修対象は新任期が最も多く、次

いで中堅期となっていました。また、過去５年間、地域の看護系教育機関と

連携した管理期保健師研修の実績がある自治体は 33.6％と低い状況でした。 

管理期保健師の育成にあたり、自治体では、管理期保健師の課題が明確に

できず、研修の企画・立案等に苦慮している現状があります。また、「人材

育成計画等に市町村の管理期保健師の研修を位置づけられていない」、「管理

期に求められる能力が明確にできていない」といった課題を抱えている自治

体もあります。管理期保健師の育成に関する課題のうち研修に関しては、

「管理期に求められる能力に応じた研修の企画・実施が困難」と認識してい

る自治体が多くあります 。 

その一方で、自治体と看護系教育機関等との連携により、人材育成体制だ

けでなく、保健師人材育成の課題抽出から研修企画・評価を含めた研修につ

いて検討し、管理期保健師の資質の向上を図る工夫を行っている自治体もあ

ります。最終とりまとめ 5では、自治体保健師の現任教育における自治体と

教育機関の連携において、双方の特徴を活かした連携が効果的であると示さ

れています。 

 看護系教育機関の保健師基礎教育と自治体の人材育成とは連動しており、

双方の連携が必要です。連携の形には、保健師基礎教育の実習や授業への自

治体保健師の協力があります。また、自治体の人材育成体制を検討する委員

会等に、看護系教育機関の教員が委員として参画し、人材育成の計画作成や

研修について検討を行っている自治体もあります。自治体にとっては、看護

 
5 「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会最終とりまとめ」 
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系教育機関と連携することにより、行政と異なり研究的な視点での意見を得

られる機会にもなります。また、看護系教育機関にとっても、実践現場に必

要な知識等のブラッシュアップや指導力の向上、ネットワークづくりにもつ

ながります。 
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３．自治体の人材育成体制の強化のために必要な事項 

保健師活動指針 6において、都道府県が市町村に対し、人材育成指針に基づ

き、保健師の現任教育体系を構築し、研修等の企画及び実施を支援することが

示されています。自治体は、各自治体の実情に合わせた体制の工夫によって、

保健師の人材育成体制の基盤を整備し、自治体保健師の人材育成の推進や体制

の強化をすることが可能となります。 

今回、自治体や看護系教育機関のヒアリングから、自治体保健師の効果的な

人材育成を推進するために必要な事項を抽出しました。 

１）管理期保健師の課題やニーズの把握 

管理期研修を含めた保健師の研修の企画段階において、研修の対象となる

市町村保健師の育成に関するニーズや課題を把握するために、さまざまな体

制の整備が効果的です。 

自治体の管理期保健師の役割や能力が明確化され、それに応じた研修の企

画立案が必要となります。研修でどの部分の能力を育成するか等、確認を行

うことが必要です。 

（１）都道府県内の市町村・看護系教育機関が人材育成に参画  

都道府県等の人材育成関係の担当部署が委員会を設置し、委員に看護

系教育機関の教員も含め市町村の保健師も参加し、より市町村の実態に

即した研修となるような取り組みをしている自治体もあります。 

この体制は、都道府県等の研修関係担当者が市町村保健師のみならず

保健師の人材育成の課題を横断的に把握するための一例です。 

 
6 「地域における保健師の保健活動について」 
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（２）複数の部署から人材育成担当の選出 

   自治体内の人材育成担当部署だけでなく、各保健所または行政区等の

保健師が選出され、人材育成体制の検討を行っている自治体があります。

この方法により、人材育成関係の担当者の経験年数にかかわらず、研修

を企画・実施することができます。 

 

 

（３）市町村の人材育成計画の共有 

都道府県等の研修関係担当者が各市町村の保健師の人材育成状況を把

握するため、都道府県等が市町村の人材育成計画を毎年、年度当初に共

有する仕組みを構築している場合があります。この方法により、各市町

村の人材育成における重点課題を把握することができます。 

また、都道府県等の人材育成関係の担当者は、市町村が実施する人材

育成体制（OJT、Off- JT 等）を理解するとともに、獲得する必要のある

管理者能力に補完すべき研修内容を検討する資料を得ることができます。

自治体内に統括保健師がいる場合、次の方法も考えられます。 

 

【複数の部署から人材育成担当を選出した例】 

・各部署から選出した保健師で構成した部会を階層別に構成。 

・１つの階層別研修につき、各部署から選出した係長級または課長級の保健師と担当者 

（保健師）を複数配置。 

〇政令指定都市・中核市・政令市・特別区の場合 

・各行政区の保健師 

・保健師を主に配置している部署の保健師 

 

【人材育成委員会等への参画の例】 

・管内市町村の人材育成状況を把握している県型保健所の保健師 

・管内市町村の保健師 

・看護系教育機関 
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（４）都道府県または保健所設置市等の統括保健師等の会議 

都道府県または保健所設置市の統括保健師が、保健師を取り巻く状況

を共有するために、定期的に人材育成や健康危機管理等に関する情報交

換をする会議体があります。地域の実情に応じて、会議に参加する統括

保健師等の範囲や開催頻度、会議内容等の会議の形態はさまざまです。 

会議内容は、統括保健師に関する全国研修の報告や人材育成の事例共

有、母子、成人、精神保健の各分野の活動共有、感染症や災害等の健康

危機管理体制や業務の振り返りと評価等です。 

また、新たに会議体を設置しなくとも、既存の自治体内の統括保健師

等のネットワークの活用や、参集範囲の拡大等の工夫も考えられます。 

 

 

 

 

【自治体内の統括保健師等の会議の例】 

都道府県が主催の場合 

・都道府県庁と県型保健所 

・県型保健所と管内市町村 

・都道府県と全市町村 

・都道府県と保健所設置市 

保健所設置市等の場合 

・市内に複数配置している統括保健師 

・統括保健師と位置づけてはいないが、保健師を配置している各組織の保健師の長 
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２）看護系教育機関との連携 

 （１）人材育成について検討・協議する場を活用した連携 

看護系教育機関が、自治体保健師の人材育成について検討・協議する

場として、人材育成会議等の開催があり、その会議に参画することで、

人材育成全般や管理期研修の階層別研修の企画や評価、人材育成ガイド

ラインの作成等についてともに検討する機会となります。 

保健師人材育成ガイドラインに、看護系教育機関等と連携することの

意義や内容について明記している自治体があります。保健師人材育成ガ

イドラインに明記することにより、自治体内の保健師は、人材育成に看

護系教育機関等が連携する意図・意義を意識することができるととも

に、看護系教育機関側も意義を共有できることが考えられます。 

保健師人材育成ガイドラインへの記載例は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

人材育成について検討・協議をする場の設置
要綱を作成し、会の構成委員に、看護系教育
機関を明記することで、看護系教育機関との
連携を継続することができる。 

委員として委嘱されているため、自治体
全体に対して、自治体保健師の現任教育
等に関して意見を伝えることができる。 

看護系教育機関の「声」 

 

自治体の「声」 

自治体の「声」 

 

１．自治体保健師の現任教育を推進するために、自治体内の看護系教育機関に、

人材育成について検討・協議する場に参画してもらい、研修の講師や人材育

成への助言を得る。 

２．自治体保健師による保健活動の質の向上を図るため、看護系教育機関に自治

体保健師の研修への協力を求める。 

３．自治体保健師による保健活動の質の向上を図るため、基礎教育や研究機能を

もつ看護系教育機関と連携し、自治体で求められる保健活動に研究的視点を

得る。 
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（２）自治体内の複数の看護系教育機関との連携 

自治体内の複数の看護系教育機関が連携して、自治体の人材育成に関

わることもできます。その場合、看護系教育機関の教員が、専門分野や

経験からが依頼したい連携内容（研修テーマ、内容）に応じて、適切な

連携先を紹介することもあります。 

さらに、連携の中心となる看護系教育機関が、自治体保健師の人材育

成全般について把握し、自治体内の他の看護系教育機関と連携・調整

し、階層別研修を実施することもあります。研修を連携して実施するこ

とにより、看護系教育機関が、他の看護系教育機関に相談できる体制の

構築にも繋がります。 

 

 

  

 

自治体の「声」 看護系教育機関の「声」 

 

（３）自治体への地域貢献としての連携体制 

看護系教育機関が地域貢献の一環として、自治体の人材育成に関わるた

めの連携体制を整えている場合もあります。たとえば、自治体保健師の人

材育成をテーマとした共同研究や、研修も含めた自治体保健師の人材育成

に係る業務委託契約を締結している体制等があります。 

共同研究 

看護系教育機関の共同研究として、研修の企画立案や評価の検討

等、自治体保健師の人材育成に関わります。研究の中で、各自治体の

保健師活動指針、人材育成ガイドライン、自治体保健師の階層別研修

のプログラムの作成・改訂を行っています。 

 
複数の看護系教育機関から、さまざ
まな視点のご意見が得られる。 

複数の看護系教育機関と連携するこ
とで、研修実施にあたり相談できる
体制ができる。 

【例】 

・自治体内の看護系教育機関の連絡会があり、そこが中心となって自治体の研究サポー

トを行う体制があります。自治体から研究指導の依頼があれば、教員の専門性に応じ

て看護系教育機関を繋ぐマネジメントを行っています。 
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自治体の「声」                  看護系教育機関の「声」 

 

業務委託契約の締結 

看護系教育機関が自治体から保健師の人材育成の検討や研修の実施等

の現任教育に必要な業務を請け負い、自治体とともに（人材育成の質の

向上ではなく）研修実施による「保健師の質の向上」を目指します。た

だし、委託によって、自治体保健師の育成の主体が、看護系教育機関に

なるわけではありません。 
 

自治体の「声」                 看護系教育機関の「声」 

   
 

３）自治体内外の関連部署と人材育成について検討・協議する場の設置及び運

営 

「人材育成について検討・協議する場」を設置し、人材育成ガイドライン

の策定・改訂や、階層別研修がより実効性のある内容となるよう企画・立

案・評価等を行っている自治体もあります。構成員は、保健師だけでなく自

治体の人事部門職員や看護系教育機関の教員等も含まれ、広い視野での自治

体保健師の人材育成に対する助言（マニュアル作成や研修内容等）を得る等

の機会となっています。また、管理期保健師には自治体管理職としての組織

管理能力、人材育成能力、危機管理能力が求められています。自治体の中に

は、それらの向上を図るために保健師研修と自治体職員としての研修を組み

合わせています。 

 

自治体の課題やニーズを把握したうえ
で、研修内容の検討には都道府県等の
人材育成担当者も関わりながら、委託
による市町村保健師のニーズ把握やそ
の分析を強化することができてい
る。 

 
業務委託契約による予算により人員体
制を整備し関わっている。現場の実態
をより実感することができ、基礎教育
の方向性について検討する材料になっ
ている。 

 

年度当初・中間・年度末に研究に関する
検討会を開催することによって継続的
な意見交換に繋がり、自治体と看護系
教育機関双方のニーズに合った研究と
その成果を得ることができる。 

 

共同研究にかかる予算は、看護系教育
機関側の研究費として研究活動をして
いる。 
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人材育成について検討・協議する場の設置により都道府県においては、次の

成果もありました。 

 

 

 

 

 

 

 

   
【人材育成について検討・協議する場の例】 
〇検討内容 
・自治体内の保健師の人材育成全体の方針 

・自治体保健師の実態・課題 

・各階層別研修の今年度の計画・研修テーマ 

・各階層別研修の評価・次年度の計画 

  
・保健師活動に関すること 

〇構成員 
・都道府県の保健師 

・政令指定都市・中核市・政令市・特別区の保健師 

・市町村の保健師（市町村保健師による団体等） 

・自治体人事部門職員 

・看護系教育機関 
・都道府県日本看護協会   等 

〇開催頻度 
・年１～２回 

 

・都道府県等に所属する他の専門職と人材育成の状況を共有する場では、保健師の人材

育成の状況を発信する機会があり、また他職種の人材育成の状況を知ることによっ

て、保健師の人材育成体制を振り返る機会となっている。 

・自治体保健師の現任教育について、都道府県等の保健師の考えのみに偏ることなく、

さまざまな機関・人から幅広い意見が得られる。 
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４．自治体と看護系教育機関の連携のポイント 

自治体と看護系教育機関の連携が推進・継続されるための連携のポイントに

ついて、それぞれの立場から示します。 

１）自治体と看護系教育機関に共通するポイント 

自治体と看護系教育機関の連携は、自治体保健師に対する現任教育と保健

師を養成する基礎教育の双方の教育の質向上への効果を認識し、共有します。

そのために、自治体及び看護系教育機関の双方は日頃から保健師学生の実習

等（以下、学生実習）のさまざまな場面でのコミュニケーションを通じた顔

の見える関係や双方の機能を活用した関係性の構築により、良好な関係を築

くことが大切となります。 

 

    

２）自治体の立場からのポイント 

自治体と看護系教育機関が連携した場合も、研修実施主体が自治体であるこ

とは変わりません。双方にとっての連携の意義を適切に共有し、自治体と看護

系教育機関との役割の明確化、効率的な連絡調整を行い、円滑なコミュニケー

ションを行うことが大切です。初回は可能な限り対面での打ち合わせを設定す

るようにしましょう。 

【顔の見える関係性の構築】 

・学生実習、各種委員会・会議等、さまざまな場面を通して、コミュニケーションを図

り、関係性を構築する。 

【双方の機能を活用した関係性の構築】 

・学生実習を受け入れる。 

・自治体・看護系教育機関の調査研究へ協力する。 

・自治体保健師が学生に対する授業を実施する。 
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３）看護系教育機関の立場からのポイント 

自治体保健師の育成の実施主体は、自治体であることを確認し、都道府県等

の自治体保健師の 育成方針等を理解したうえで、ともに検討することや助言し

ましょう。その際、自治体の人材育成上のニーズを捉え、看護系教育機関の教

員として研修の講義の他に、グループワークのテーマ設定や提示の仕方、時間

配分、まとめ助言等教育方法のスキルの強みを活かすことができます。 

       

 

 

 

 

【現在の保健師活動の把握】 

・法制度の改正等に応じて変化する保健師活動の実際を把握できる機会と捉える。

【保健師基礎教育に活かす視野】 

・最新の保健師活動を把握し、基礎教育に反映させる内容等を検討する機会と捉える。 

【自治体のニーズや育成方針に留意した助言】 

・自治体の保健師人材育成の方針を理解したうえで、研修等について、検討あるいは助

言する。 

【看護系教育機関の役割の明確化】 

・人材育成は自治体が担うべきことを理解したうえで、看護系教育機関の強みを活かし

た関わりを行う。 

【自治体と看護系教育機関の役割の明確化】 

・自治体保健師の現任教育の責任は、自治体にあることを再認識する。 

・自治体のニーズ・育成方針（研修の目的・目標・本年度の重点課題等）を伝える。

【効率的な連絡調整】 

・実習等で看護系教育機関の教員が来庁する機会を活用する。 
・メールやウェブ会議等のツールを活用する。 
・事前にメールで要件を伝えておいた上で、連絡を行う。 
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５．管理期保健師研修の実施過程における連携のポイント 

自治体が保健師の研修の企画・実施・評価のプロセス（一部あるいは全て）

において、看護系教育機関と連携して管理期研修を実施していくうえで、それ

ぞれが担う役割に応じた連携のポイントを示します。 

連携プロセスの段階は、図１のとおり、都道府県等から看護系教育機関に連

携を依頼する前の期間となる「Step１：相談から連携の依頼」、依頼のあとか

ら研修を実施する前までの期間となる「Step２：研修実施前」、研修当日の

「Step３：研修実施」、研修を終えたあとから評価までの期間となる「Step

４：研修実施後」の４段階が想定されます。 

なお、それぞれの段階において、都道府県等と看護系教育機関の双方が担う役割

や連携のポイントは異なります。また、看護系教育機関と自治体の調整スケジュー

ルは研修プログラム等の内容、看護系教育機関・自治体の担当者の過去の連携

経験の有無により異なるため、自治体の実情に合わせ連携が必要です。 

 

 

図 1 研修開催のプロセスに応じた段階のイメージ 

Step １ Step ２ Step ３ Step ４ 

相談から 

連携の依頼 
研修企画 研修実施前～ 

研修実施 

研修実施後
評価 
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この研修の実施主体は、都道府県等の自治体です。 

自治体が、看護系教育機関と連携した研修を実施する際には、以下の準備を

行ったうえで、依頼することが必要です。 

また、看護系教育機関は、自治体の実態や課題について理解をしたうえで、

研修実施に向けた連携を図ることが必要です。 

１）自治体 

（１）相談の前に 

①管理期保健師の基礎情報や課題の整理 

自治体の保健師の基礎情報（階層別人数・職位・所属・経験年数等）、

管理期保健師の 課題を整理します。各都道府県等自治体で把握した課題や

研修のニーズを資料化しておくと、より研修の方向性が明確化されます。

（６．Ｑ＆Ａ Ｑ２参照） 

あわせて、自治体で実施している管理期保健師の研修体系、求められる

能力についても整理をし、看護系教育機関に情報提供を行う準備をしま

す。 

なお、自治体が人材育成ガイドラインや過去に作成した研修の実施概要

等を準備し、看護系教育機関への依頼時に情報提供を行うことで、看護系

教育機関は研修を検討する際の参考にすることもできます。 

 

 

 

 

 

 

②研修企画案の作成 

①で明らかになった課題を基に、研修の目的・目標、内容について、人材

育成担当・統括保健師等とともに検討の上、研修を企画立案します。研修案

 相談から連携の依頼 

【コラム】 

自分たちが捉えている課題や研修目的や内容等をある程度明確にすることが必要で

す。しかし、状況によっては課題の絞り込みや、その課題を研修内容に反映することに

困難を抱えている場合もあるかもしれません。その場合は、可能な範囲でまとめた課題

等を整理し、困難と感じている部分を示し、助言を依頼しましょう。その過程が伝われ

ば、看護系教育機関も一緒に考える姿勢を示してくれることでしょう 
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は、看護系教育機関に依頼する際に必要となりますので、細かい内容までは

必要ありませんが、ある程度明確化をしておきましょう。 

③連携を依頼する看護系教育機関の検討 

自治体内もしくは近隣自治体にある保健師を養成している看護系教育機関

や他自治体の研修実施等の情報収集を行い、連携の依頼先を検討します。 

   自治体では、看護系教育機関の選定には、看護系教育機関教員の研究と専

門分野を確認しましょう。 

（２）相談 

①看護系教育機関への相談 

看護系教育機関と上記（１）①で整理した基礎情報や課題、今までの研

修内容等について共有・情報提供を行い、今回の研修で押さえておきたい

ポイントを説明します。効果的な研修を行うためは、自治体の人材育成計

画の中で、今回の研修の位置付けを明確にし、看護系教育機関と共有して

おくことが必要です。 

自治体の管理期保健師における課題の共有を図り、研修目的・内容・評

価等をある程度明確にした上で相談を進めましょう。 

また新たに研修企画を行う場合は、看護系教育機関を訪問した打ち合わ

せを重ねる等、対面での打ち合わせを行いましょう。看護系教育機関との

打ち合わせを行う中で、新たな視点での課題の整理や研修の検討を行う場

合もあります。 

②看護系教育機関との連携・スケジュールの確認 

看護系教育機関から連携について同意を得られた後、研修実施に向けたス

ケジュール確認をしましょう。 

 

２）看護系教育機関 

（１）自治体からの相談 

①自治体の管理期保健師の基礎情報・課題の確認 
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自治体から相談があった看護系教育機関は、自治体の管理期保健師の基礎

情報・課題について確認するため、必ず相談の場を設けるようにしましょう。

同時に、自治体で作成されている人材育成ガイドラインやこれまでの研修経

過等についても情報提供を受けます。（６．Q＆A Q2参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②自治体の研修対象・目的・内容の確認 

自治体が企画した研修の対象（管理期・プレ管理期等）、目的や内容につ

いて確認をします。自治体の現任教育マニュアル、キャリアラダー、今ま

で実施してきた研修の確認、どこに焦点を当てるか、自治体保健師の課題

をどう研修に反映させるか等の話をすることが大切です。特に、単発の研

修は、何をねらいとしているか、どういうことを期待しているか等を理解

するため、自治体の保健師の人数、職位構成、人材育成マニュアル等を確

認し、意思疎通に時間をかけます。 

この時に共有をした企画は、依頼が決定した後に、双方にて検討の上、

追加修正等を行います。（Step２へ） 

（２）研修実施に向けて 

①自治体の管理期保健師に求められている能力の確認 

自治体保健師の現任教育の方針や課題、管理期保健師に求められる能力に

ついて情報 収集を行いましょう。自治体保健師の管理期保健師に求められる

能力については、地域における保健師の保健活動に関する指針」（健発 0419 

第 1 号平成 25 年 4 月 19日）、保健師に係る研修のあり方等に関する検討

【例】 

・看護系教育機関は、自治体保健師の課題について整理から相談に乗るつもりであるこ

とが大切です。看護系教育機関の教員は、他の自治体でも起きていることを共有し、

教育の観点から助言や、一緒に考えられるのが連携の強みです。担当者とのディスカ

ッションやこれまでの研修での反応やその評価結果等を確認し、担当者が感じている

問題意識について確認することが重要です。 
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会最終とりまとめ～自治体保健師の人材育成体制の構築の推進に向けて～

（平成 28 年 3 月 31 日）等があります。 

 

②地域保健に関する最近の動向や法律の確認 

近年、法改正が行われており、最新の動向や法律の確認をしておくことが

必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2 Step1 相談から連携のプロセス 

□ 看護系教育機関の連携について相 

  談し、自治体保健師の課題や研修 

  体系について情報提供とともに、 

  研修企画について説明 

相談

前 

連携 

の 

依頼 

  
  
  
 

□ 自治体と看護系教育機関が連携し 

  た研修実施に向け、スケジュール 

  の確認 

□ 自治体の管理期保健師に求められ 

  る能力や法律について情報収集 

□ 地域保健に関する最近の動向や 

  法律について確認 

□自治体の研修企画（目的、方向性、内
容）について確認 

□自治体の保健師の課題やニーズを把握 

□自治体の研修体系について理解 

□ 自治体の課題整理・研修案の立案 

□ 自治体等の課題や研修の方向性 

  に沿って、連携を依頼する看護系 

  教育機関を選定 

看護系教育機関 自治体 

相談 
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自治体と看護系教育機関が連携した研修の実施が決定後、研修実施に向けて

双方検討のうえ、研修企画を行います。 

 

１）自治体 

（１）看護系教育機関との打ち合わせの前に 

①研修企画・プログラムの作成 

研修企画は、Step1 で作成した研修企画案と、自治体の管理期保健師

の課題と自治体が求める管理者能力等を踏まえた上で作成します。 

Step1 で整理した課題を基に、研修の目的・目標、成果等を明確にし、

研修方法（内容）について再度検討します。研修方法（内容）は、座学

の講義だけでなく事前課題や演習等を組み合わせ、実践に活かせるもの

とします。事前課題を実施する場合はその案と、グループワークがある

場合、グループワークの進め方の案も作成します。 

また、研修後の研修評価方法・内容・事後フォローの必要性等につい

ても検討し、アンケートを実施する場合は、その案も作成します。 

 

 

 

 

 

②研修実施までのスケジュール、当日の役割分担等の作成 

研修実施に向けて打ち合わせの時間や方法（対面、web、メール、電話

等）、事前課題共有方法や講義資料の提出期日、当日の集合時間、備品等

について、情報を整理の上作成しましょう。 

 

 研修企画 

【例】 

・研修実施後の評価（研修方法・研修内容・受講者の反応等）は、今後の人材育成や研修

方針が明確になるだけでなく、保健師の課題整理にも繋がります。 

・研修企画では、前年度の管理期保健師研修受講者が、受講後どのように実践したかを

事例提供として入れています。 
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（２）看護系教育機関との打ち合わせ 

①自治体の管理期保健師に関わる情報の共有 

Step１で管理期保健師の実態・課題、研修のニーズ、人材育成の方針等

の概要を共有していますが、再度共有内容について不明な点がないか確認

をします。 

②研修企画・プログラム等の説明 

（１）①で作成した研修企画書に基づき、研修の事前課題から研修終了

後の評価までの説明を行います。 

③研修企画 

看護系教育機関との打ち合わせを重ね、課題やニーズに沿った研修企画

を作成します。 

研修内容だけでなく、研修の評価についても検討します。研修評価を研

修前、直後、2か月後に実施し、研修後の定着を確認している自治体もあ

ります。評価は目的に沿って実施することが必要であり、経年比較を行う

ためにも数年は同一評価項目で比較する方法もあります。 

          

 

 

 

 

２）看護系教育機関 

（１）自治体との打ち合わせ 

①自治体の管理期保健師に関わる情報の共有 

Step１にて管理期保健師に関わる情報の概要を共有し、確認します。 

管理期保健師の育成の実態を明確にできていない場合は、自治体にお

ける課題の整理から確認し、必要に応じて助言を行います。自治体は保

健師の課題が十分に明確にできないまま管理期保健師研修の開催を検討

している場合もあり、その場合は、どこに焦点を当てるかを確認するこ

とが必要です。また、研修を実施することで課題が分かり次年度に反映

することもあります。 

【例】 

・自治体と看護系教育機関との検討によって得られた新たな観点から、新任管理期保健

師のグループにベテランの管理期保健師をファシリテーターとし、重層的な人材育成

としてそれぞれのレベルに応じた研修効果を狙っている自治体もあります。 
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②研修企画・プログラムの確認 

自治体の課題やニーズ、自治体の育成方針に沿って、研修方法、目的・

目標、事前課題、プログラム内容や評価を確認します。 

グループワークがある場合、グループワークの進め方・効果的なファシ

リテート方法について一緒に検討し、ファシリテーターが必要となる場合

は、自治体とともに選定を行います。 

一度の研修でねらいを達成し、能力の向上を図ることはできないため、

人材育成体制全体の中での位置づけ（他の教育機会との関連）の確認や研

修をただ評価するというだけでなく、人材育成として次にどうつなげるか

という視点も大事です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例】 

・看護系教育機関の教員は学生への指導を通して、講義とグループワークを連動させるスキル

があることから、研修の目的に合致したテーマ設定やグループワークの進行等、研修企画に

活かすことができます。 

 

・ 
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図 3 Step２研修企画のプロセス   

□ 研修企画案（評価含む）をもって、 

  相談する。 

□ プログラム案を提示する。 

ニー

ズの 

把握 

共有 

評価 

検討 

  
  
  

□ 研修後の事後アンケート（案）を 

  作成し、相談する。 

□ 実態やニーズ、人材育成方針に沿っ
た目標設定と研修手法等について一
緒に検討する。 

□ 研修対象の職位や経験年数、異なる
自治体の事情を踏まえた研修を検討
する。 

□ 実態やニーズに沿ったプログラム構
成となるよう、一緒に検討する。 

□ 自治体保健師のニーズ把握のための実
態調査委の設計・結果の分析等があれ
ば、一緒に検討する 

□ 事態調査等の結果から、課題を整理す
る方法について助言する。 

□ 自治体内で把握したニーズを看護 

  系教育機関と共有するための資料 

  にまとめる。 

□ 管理期保健師の実態・ニーズ・ 

  人材育成の方針について共有する。 

看護系教育機関 自治体 

研修 

の 

企画 

立案 

□ 評価の方法や指標が検討されるよ
う、必要時、助言をする。 
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企画した研修内容を円滑に運営するために、研修実施の役割分担や準備に関する

必要なポイントを確認します。研修中の受講者の反応を確認し、次回の研修に活か

す視点で運営します。 

 

１）自治体 

（１）研修実施前の準備 

事前課題がある場合は、受講者から提出された課題を確認し結果をまとめ、

人材育成担当や統括保健師等と共有します。その後、この結果のまとめを看

護系教育機関と共有しましょう。必要に応じて、受講者からの提出内容につ

いて看護系教育機関と確認を行い、当日の研修の充実を図ります。 

研修にファシリテーターを配置する場合は、看護系教育機関も含め研修の

目的目標やグループワーク等での役割を確認しましょう。また、グループワ

ークを含む研修内容の場合は、当日の最終打ち合わせが必要となる場合もあ

ります。 

（２）研修実施 

研修の司会進行、必要な役割を担い、研修がスムーズに行われるよう調整

を行います。また、研修中や直後には、受講者の反応や評価を共有します。 

（３）研修の振り返り 

研修後は、看護系教育機関と振り返りの時間を持って、実施した研修につ

いて、それぞれの所感や評価を共有し、今後の研修企画に活かします。 

また、連携から研修実施までのプロセスについて、看護系教育機関からの

意見を確認します。 

 

 

 

 

 研修実施前～研修実施 
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２）看護系教育機関 

（１）研修実施前の準備 

受講者から提出された課題を確認し、研修のニーズを把握します。可能で

あればその結果を、研修の内容に反映させます。講義等を担当する場合は、

1週間前を目安に配布資料等を提出しながら、先方の意向とずれがないかを

確認します。 

（２）研修当日 

研修当日に看護系教育機関が自治体から求められる役割は、研修プログラ

ムによってさまざまです。研修前に当日の研修に関わる人材・人員、またプ

ログラム構成に応じた役割分担を明確にして関わることがポイントとなりま

す。 

  演習では発表内容と研修目的を結びつけ、実施していること、工夫してい

ることを評価します。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4 Step３研修実施前～研修実施のプロセス

□ 司会進行等、必要な役割を実施す
る。 

研修 

開催 

前の 

準備 

研修 

直後 

の 

振り 

返り 

  

  

  

□ 自治体の人材育成担当者と看護系 

  教育機関側のそれぞれの所管や評 

  価を共有し、研修の振り返りをす 

  る。 

□ 当日の役割を確認の上、遂行する。 

□ 受講者が記入した事前課題シート等の
内容を確認し、研修対象者のニーズを
把握する。 
 

□ グループワークがある場合、グループ 

ワークの進め方・効果的なファシリテ
ート方法について一緒に検討する。 

□ 事前課題がある場合、受講者の記 

  入内容を看護系教育機関の教員に 

  共有する。 

 

□ 当日の役割について確認する。 

看護系教育機関 
自治体 

研修 

実施 

□ 受講者の反応等から気づいたことを
共有する。 
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研修実施後、自治体と看護系教育機関とともに研修の評価を実施します。今

回の研修目的の達成状況を確認し、次年度以降に向けた研修運営の改善点や課

題を整理しましょう。 

 

１）自治体 

（１）研修評価 

①受講者の研修から実施評価 

研修実施後のアンケート等を集計し、アンケート項目に沿って、実施

した研修の評価を行います。 

研修評価はアンケートだけでなく、受講者が研修をどう活かしたいか

を整理し、研修後のファシリテーターも含めた個人の評価、研修目的と

てらした評価の討議が重要です。その後、人材育成担当と統括保健師、

看護系教育機関と共有を図ります。 

 

 

 

②人材育成ガイドライン等における研修到達度の評価 

人材育成担当と統括保健師は、人材育成ガイドラインに沿い、今回の

研修の到達度を 評価します。 

今年度の課題や改善点について検討し、好事例等は他の保健師研修に

も展開することを視野に入れます。 

③次年度以降の研修実施計画 

今回の研修結果や評価等を踏まえ、次年度以降の研修計画を検討しま

す。  

 

 

 研修実施後・評価 

【例】 

・研修前後評価、2～数か月後の評価あるいは振り返りを実施し、定着を確認する。 
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２）看護系教育機関 

（１）研修評価 

①研修評価 

今回の研修の課題等を踏まえ、次年度以降の研修について改善点とし

ます。 

         

 

       

 

  ②次年度の研修計画 

次年度以降、管理期研修が継続的に実施され、研修について PDCA が

展開できるよう、助言または一緒に検討をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5  Step4 研修実施後・評価のプロセス

【例】 

・研修で得た知識の定着、現場への実践への応用は、2か月は最低でも要するとされてお

り、2か月後の評価は相談に応じて実施することもあります。 

評価 

次年度 

以降の 

計画 

  
  
  

□ 効果的な研修運営に向けて PDCA を 

  展開していく観点で相談をする。 

□ 連携による研修の実施・評価を 

  整理し、研修の継続実施を計画す 

る。 

□ 自治体のキャリアラダーに即した研
修体系・研修計画の見直しについ
て、助言あるいは一緒に検討する。 

□ 研修の PDCA を展開されるよう助言あ
るいは一緒に検討する。 

□事後アンケート等の集計結果の分析方
法や解釈について一緒に検討する。 
 

□実施した研修の評価に基づき、次年度
以降の計画への反映を助言する。 

□ 事後アンケート等を集計した結果 

  を看護系教育機関と共有する。 

  

  

  

  

看護系教育機関 
自治体 
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６．Ｑ＆Ａ 
管理期研修の実施のために、地域内の看護系教育機関との連携を推進するにあたり、よく

ある疑問をあげています。ただし、この回答は、必ずしもすべての場合に当てはまるとは限り

ません。管理期保健師の育成体制に係る課題やニーズ等、自治体の実情に応じて参考にし

てください。 

 

管理期研修において、看護系教育機関と連携している自治体には、どのようなきっ

かけが考えられますか。 

 

看護系教育機関と連携するきっかけは、学生実習に積極的に関わることや自治体

の人材育成体制への関わり等のさまざまです。（詳細は、以下参照。） 

 ・学生実習の受入やカンファレンス等の実習中の関わり。 

・人材育成ガイドラインの策定・改訂にかかる人材育成について検討・協議する

場等の委員として参画。 

・自治体の委員会、検討会の委員として参画。 

・学生実習の打合せ等をきっかけに、自治体保健師の現任教育の課題に関す

る相談。 

・他の階層別研修への関わりの依頼。 

・管理期研修の講師のみを依頼していた看護系教育機関に、企画・評価につい

ても連携を依頼。 

・学会、勉強会等で築いた関係性。・元自治体の職員。 

・自治体内の保健師の人材育成にかかる検討について、看護系教育機関から

の申し出。等 

 

研修で連携するにあたって看護系教育機関に、どのような情報を提供するとよい

ですか。 

 

看護系教育機関には、自治体保健師の育成方針や実態、課題意識を共有できる

資料をご提供ください。（例は、以下参照。） 

・各自治体で策定している保健師人材育成ガイドライン 

A2 

Q2 

A1 

Q1 
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・自治体内の保健師の基礎情報（階層別の保健師割合・経験年数・職位・所属・

職歴の有無等） 

・統括保健師が把握している管理期保健師の実態・課題 

・管理期保健師の育成のビジョン 

・保健師の実態調査の結果（各キャリアレベルの分析結果 等） 

※自治体で調査を実施している場合。 

・直近で開催している保健師管理者研修等の概要 

※研修が実施できていない場合は、情報交換会等の概要でもよい。 

・前年度までの研修実績（プログラムや講師、方法等） 

・厚生労働省主催の保健師中央会議、全国保健師長会での保健指導室の講演

内容 

・保健師活動領域調査（活動調査） 

 

管理期研修を１日間もしくは２日間の時間をとって実施することが困難である場合、

どのような工夫が考えられますか。 

 

自治体保健師の育成の実態に合わせ、プログラムの取捨選択や、地域資源を活

用 し、自治体保健師の研修体系を構築する場合もあります。 

・最終とりまとめ7 で示されているとおり、保健師の育成や業務において関係が

深い日本看護協会や全国保健師長会等で実施されている研修を活用しつつ、

自治体独自で実施すべき内容を検討する。この方法は、関係機関の特性や視

点を活かしたテーマ設定や実施方法等、行政とは違う多角的な研修が行われ

ることにより、幅広い学習や検討ができる機会にもなる。 

（例：日本看護協会主催の研修において、ファシリテーターの技術習得に関す

る研修をする。等） 

          

 

 

 
7   「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会最終とりまとめ」 

A3 

Q3 
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           自治体のニーズや課題に応じた管理期研修を実施する場合、どのような講義やグ

ループワークのテーマや方法が考えられますか。 

 

マネジメントを中心としたさまざまな内容や方法が考えられますが、自治体の現状

と 課題意識に基づき、以下を参考に検討してください。 

            講義内容の例 

・管理期保健師の機能・役割と必要な能力 

・組織内のリーダーシップと調整力 

・職場のマネジメント 

・ 管理的立場の事務職からみた管理期保健師への期待 

グループワーク内容の例 

〈振り返り〉 

・自身が考えるマネジメント 

・管理期保健師である自身の組織内での動き 

〈共有・協議〉 

・自組織における管理期保健師の課題 

・10 年後の地域や保健活動を見据え、管理的立場が今するべきこと 

〈実践・演習〉 

・管理期保健師としての自組織での活動計画作成と提案 

・施策化、予算要求に向けたプレゼンテーション 

 

研修のプログラムの中でグループワークを構成すると、ファシリテーターの確保が課

題となることがあります。ファシリテーターの確保のために、どのような工夫や解決策

が考えられますか。 

 

自治体内の管理職や看護系教育機関の教員の活用等、自治体内外からファシリテ

ーターを確保する対応策が考えられます。具体的には、以下をご参照ください。 

・自治体の課長級保健師 

・国立保健医療科学院の公衆衛生看護研修（管理期）を受講した保健師 

・市町村保健師の協議会等団体から協力を得る 

A4 

Q4 

Q5 

A5 
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・看護系教育機関の教員のネットワークを通じて、自治体内の複数の看護系教育機

関からファシリテーターを募集。 

 

             看護系教育機関の教員は自治体保健師の管理期研修に関わる際、どのような準

備を進めておくとよいですか。 

 

            自治体保健師の現状と管理期に求められる能力について理解しましょう。そのた

めに、以下のような資料が参考になります。 

           ・保健師活動指針 

・保健師に係る研修のあり方等に関する検討会最終とりまとめ 

URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou_197262.html 

・「保健師に係る研修のあり方等に関する研修会とりまとめ」資料に含まれる内容 

・地域保健に関する指針・施策等について  

URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/tiiki/index.html 

・保健師中央会議 

自治体保健師の保健活動の最新動向は、会議プログラム内の行政説明の資料

をご参照ください。 

URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou_128580.html 

 

看護系教育機関の教員は、自治体保健師の研修に関与する際、相談先はありま

すか。 

 

自治体と連携経験のある看護系教育機関の教員等に相談してみるとよいでしょう。

具体的な方法については、以下をご参照ください。 

・同じ看護系教育機関内で、自治体の人材育成に対し連携経験のある教員に相

談する。 

・過去に、自治体保健師の管理期研修に対し連携経験のある他の看護系教育機

関の教員に相談する。 

・公衆衛生看護学を専門領域とする複数の教員に相談する。 

 

A6 

Q6 

A7 

Q7 
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看護系教育機関と、企画から評価にかかる連携をする際には、多くの予算が必

要でしょうか。 

 

研修の企画から評価にかかる実費等については、自治体は検討のうえ、連携

の依頼時に、看護系教育機関にご相談ください。また、看護系教育機関も、自

治体にご確認ください。 

 

これまでの管理期研修の参考になるような報告書を教えてください。 

 

 

自治体保健師の人材育成に関する調査研究の報告書は、以下のホームペー

ジ が参考になります。 

・厚生労働科学研究：厚生労働科学研究成果データベース 

  https://mhlw-grants.niph.go.jp/ 

・地域保健総合推進事業：日本公衆衛生協会ホームページ  

http://www.jpha.or.jp/  

 

      

  

A8 

Q8 

Q9 

A9 
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健発０４１９ 第１号 

平成２５年４月１９日 

 

都道府県知事 

各 保健所設置市長 殿

特 別 区 長 

 

厚生労働省健康局長 

 

 

 

 
地域における保健師の保健活動について 

 

 
 

地域における保健師の保健活動は、地域保健法（昭和 22 年法律第 101 号）

及び同法第 4 条第 1 項の規定に基づき策定された、「地域保健対策の推進に関す

る基本的な指針」（平成 6 年厚生省告示第 374 号。以下「地域指針」という。）に

より実施されてきたところであり、保健師は地域保健対策の主要な担い手とし

て重要な役割を果たしてきた。 

また、「地域における保健師の保健活動について」（平成 15 年 10 月 10 日付け

健発第 1010003 号）等により、地域における保健師の保健活動の充実強化に向

けた取組を要請するとともに、保健師の保健活動に関し留意すべき事項や取り

組むべき方向性を示してきたところであるが、介護保険法の改正による地域包

括支援センターの設置等地域包括ケアシステムの推進、特定健康診査・特定保

健指導制度の導入、がん対策、自殺対策、肝炎対策、虐待防止対策等に関する

法整備等、保健師の活動をめぐる状況は大きく変化してきた。 

こうした状況の変化も踏まえ、地域指針が大幅に改正され（平成 24 年厚生

労働省告示第 464 号）、多様化、高度化する国民のニーズに応えるため、ソー

シャルキャピタル（地域に根ざした信頼や社会規範、ネットワークといった社

会関係資本等）を活用した自助及び共助の支援を推進していくこと等が新たに

盛り込まれた。また、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）に基づく新たな 

「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」（平成 24 年厚

生労働省告示第 430 号。以下「健康日本 21（第二次）」という。）では、健康

寿命の延伸や健康格差の縮小の目標を達成するため、生活習慣病の発症予防に

加え、重症化予防の徹底、ライフステージに応じたこころ、次世代及び高齢者 
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の健康の推進等についての新たな方向性が盛り込まれた。 

以上のような背景の下、生活習慣病対策をはじめとして、保健、医療、福祉、

介護等の各分野及び関係機関、住民等との連携及び協働がますます重要となっ

てきている。さらに、地方分権の一層の進展により、地域において保健師が保

健活動を行うに当たっては、保健師の果たすべき役割を認識した上で、住民、

世帯及び地域の健康課題を主体的に捉えた活動を展開していくことが重要とな

っており、地域保健関連施策の担い手としての保健師の活動の在り方も大きく

変容しつつある。 

これまでの保健師の保健活動は、住民に対する直接的な保健サービスや福祉

サービス等（以下「保健サービス等」という。）の提供及び総合調整に重点を置

いて活動するとともに、地域保健関連施策の企画、立案、実施及び評価、総合

的な健康施策への積極的な関与を進めてきたが、今後はこれらの活動に加えて、

持続可能でかつ地域特性をいかした健康なまちづくり、災害対策等を推進する

ことが必要である。 

ついては、下記により地域における保健師の保健活動のさらなる推進が図ら

れるようお願いするとともに、別紙のとおり、都道府県及び市町村（特別区を

含む。）が留意すべき事項（「地域における保健師の保健活動に関する指針」）を

定めたので、御了知の上、その適切な運用に努められたい。各都道府県におい

ては、管内市町村（保健所設置市及び特別区を除く。）等に周知を図るとともに、

その円滑な実施について遺憾のないよう御指導願いたい。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の 4 に規定

する技術的助言であることを申し添える。 

おって、「地域における保健師の保健活動について」（平成 15 年 10 月 10 日 

付け健発第 1010003 号）及び「地域における保健師の保健活動について」（平 

成 15 年 10 月 10 日付け健総発第 1010001 号）は廃止する。 

 

 
記 

 

 
 

１ 都道府県及び市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、保健師が地域の健康

課題を明らかにし、住民の健康の保持増進のため重要な役割を担うものであ

ることを踏まえ、地域保健関連施策の企画、立案、実施及び評価を行うこと

ができるような体制を整備すること。保健師の保健活動の実施に当たっては、

訪問指導、健康相談、健康教育、その他の直接的な保健サービス等の提供、 
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住民の主体的活動の支援、災害時支援、健康危機管理、関係機関とのネット

ワークづくり、包括的な保健、医療、福祉、介護等のシステムの構築等を実

施できるような体制を整備すること。その際、保健衛生部門においては、管

内をいくつかの地区に分けて担当保健師を配置し、保健師がその担当地区に

責任をもって活動する地区担当制の推進に努めること。また、各種保健医療

福祉に係る計画（健康増進計画、がん対策推進計画、医療費適正化計画、特

定健康診査等実施計画、母子保健計画、障害福祉計画、介護保険事業支援計

画又は介護保険事業計画、医療計画等）の策定等に保健師が十分に関わるこ

とができるような体制を整備すること。 

２ 都道府県及び市町村は、保健師の職務の重要性に鑑み、また、保健、医療、福

祉、介護等の総合的な施策の推進や住民サービス向上の観点から、保健師の

計画的かつ継続的な確保に努めること。なお、地方公共団体における保健師

の配置については、地方交付税の算定基礎となっていることに留意すること。 

３ 都道府県及び市町村は、保健師が、住民に対する保健サービス等の総合的な

提供や、地域における保健、医療、福祉、介護等の包括的なシステムやネッ

トワークの構築とその具体的な運用において主要な役割を果たすものである

ことに鑑み、保健、医療、福祉、介護等の関係部門に保健師を適切に配置す

ること。加えて、保健師の保健活動を組織横断的に総合調整及び推進し、技

術的及び専門的側面から指導する役割を担う部署を保健衛生部門等に明確に

位置付け、保健師を配置するよう努めること。 

４ 都道府県及び市町村は、保健師が新たな健康課題や多様化、高度化する住民

のニーズに的確に対応するとともに、効果的な保健活動を展開するために、常

に資質の向上を図る必要があることから、保健師の現任教育（研修（執務を

通じての研修を含む。）、自己啓発の奨励、人材育成の観点から計画的な人事

異動その他の手段による教育をいう。以下同じ。）については、「地方自治・新

時代における人材育成基本方針策定指針について」（平成 9 年 11 月 28 日 

付け自治能第 78 号）に基づき、各地方公共団体において策定した人材育成

指針により、体系的に実施すること。また、特に新任期の保健師については、 

「新人看護職員研修ガイドライン～保健師編～」（平成 23 年 2 月厚生労働省）

に基づき、各地方公共団体において研修体制を整備すること。なお、現任教

育については、日々進展する保健、医療、福祉、介護等に関する知識及び技

術、連携及び調整に係る能力、行政運営や評価に関する能力を養成するよう

努めること。 
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別紙 

地域における保健師の保健活動に関する指針 
 

 

 

 
 

第一  保健師の保健活動の基本的な方向性 

保健師は、個人及び地域全体の健康の保持増進及び疾病の予防を図るため、所

属する組織や部署にかかわらず、以下の事項について留意の上、保健活動を

行うこと。 

（１）地域診断に基づくＰＤＣＡサイクルの実施 

保健師は、地区活動、保健サービス等の提供、また、調査研究、統計情

報等に基づき、住民の健康状態や生活環境の実態を把握し、健康問題を

構成する要素を分析して、地域において取り組むべき健康課題を明らか

にすること（以下「地域診断」という。）により、その健康課題の優先度

を判断すること。また、ＰＤＣＡサイクル（plan-do-check-act cycle）に

基づき地域保健関連施策の展開及びその評価を行うこと。 

（２）個別課題から地域課題への視点及び活動の展開 

保健師は、個々の住民の健康問題の把握にとどまらず、地域特性を踏ま

えて集団に共通する地域の健康課題や地域保健関連施策を総合的に捉え

る視点を持って活動すること。また、健康課題の解決に向けて住民や組織

同士をつなぎ、自助及び共助など住民の主体的な行動を促進し、そのよう

な住民主体の取組が地域において持続するよう支援すること。 

（３）予防的介入の重視 

保健師は、あらゆる年代の住民を対象に生活習慣病等の疾病の発症予防や

重症化予防を徹底することで、要医療や要介護状態になることを防止する

とともに、虐待などに関連する潜在的な健康問題を予見して、住民に対し

必要な情報の提供や早期介入等を行うこと。 

（４）地区活動に立脚した活動の強化 

保健師は、住民が健康で質の高い生活を送ることを支援するために、訪

問指導、健康相談、健康教育及び地区組織等の育成等を通じて積極的に地

域に出向き、地区活動により、住民の生活の実態や健康問題の背景にある

要因を把握すること。また、地区活動を通じてソーシャルキャピタルの醸

成を図り、それらを活用して住民と協働し、住民の自助及び共助を支援し

て主体的かつ継続的な健康づくりを推進すること。 

（５）地区担当制の推進 
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保健師は、分野横断的に担当地区を決めて保健活動を行う地区担当制等の

体制の下、住民、世帯及び地域全体の健康課題を把握し、世帯や地域の健

康課題に横断的・包括的に関わり、地域の実情に応じた必要な支援をコー

ディネートするなど、担当する地区に責任をもった保健活動を推進すること。 

（６）地域特性に応じた健康なまちづくりの推進 

保健師は、ライフサイクルを通じた健康づくりを支援するため、ソーシ

ャルキャピタルを醸成し、学校や企業等の関係機関との幅広い連携を図りつ

つ、社会環境の改善に取り組むなど、地域特性に応じた健康なまちづくり

を推進すること。 

（７）部署横断的な保健活動の連携及び協働 

保健師は、相互に連携を図るとともに、他職種の職員、関係機関、住民等

と連携及び協働して保健活動を行うこと。また、必要に応じて部門や部署

を越えて課題等を共有し、健康課題の解決に向けて共に検討するなど、部

署横断的に連携し協働すること。 

（８）地域のケアシステムの構築 

保健師は、健康問題を有する住民が、その地域で生活を継続できるよう、保

健、医療、福祉、介護等の各種サービスの総合的な調整を行い、また、不

足しているサービスの開発を行うなど、地域のケアシステムの構築に努める

こと。 

（９）各種保健医療福祉計画の策定及び実施 

保健師は、地域の健康課題を解決するために、住民、関係者及び関係機関

等と協働して各種保健医療福祉計画（健康増進計画、がん対策推進計画、医

療費適正化計画、特定健康診査等実施計画、母子保健計画、障害福祉計画、

介護保険事業支援計画又は介護保険事業計画、医療計画等をいう。以下同

じ。）を策定するとともに、それらの計画が適切かつ効果的に実施される

よう各種保健医療福祉計画の進行管理及び評価を関係者及び関係機関等

と協働して行うこと。 

（10）人材育成 

保健師は、これらの活動を適切に行うために、主体的に自己啓発に努め、最

新の保健、医療、福祉、介護等に関する知識及び技術を習得するとともに、

連携、調整や行政運営に関する能力及び保健、医療、福祉及び介護の人材育

成に関する能力を習得すること。 

 
第二  活動領域に応じた保健活動の推進 
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保健師は、所属組織や部署に応じて、以下の事項について留意の上、保健

活動を行うこと。なお、地方公共団体ごとに組織体制等は様々であるため、

各地域や組織の実情を踏まえた保健活動を実施すること。 

１  都道府県保健所等 

都道府県保健所等に所属する保健師は、所属内の他職種と協働し、管内

市町村及び医療機関等の協力を得て広域的に健康課題を把握し、その解決

に取り組むこと。また、生活習慣病対策、精神保健福祉対策、自殺予防対

策、難病対策、結核・感染症対策、エイズ対策、肝炎対策、母子保健対策、虐

待防止対策等において広域的、専門的な保健サービス等を提供するほか、災害

を含めた健康危機への迅速かつ的確な対応が可能になるような体制づくり

を行い、新たな健康課題に対して、先駆的な保健活動を実施し、その事業

化及び普及を図ること。加えて、生活衛生及び食品衛生対策についても、

関連する健康課題の解決を図り、医療施設等に対する指導等を行うこと。

さらに、地域の健康情報の収集、分析及び提供を行うとともに調査研究を

実施して、各種保健医療福祉計画の策定に参画し、広域的に関係機関との

調整を図りながら、管内市町村と重層的な連携体制を構築しつつ、保健、

医療、福祉、介護等の包括的なシステムの構築に努め、ソーシャルキャピ

タルを活用した健康づくりの推進を図ること。市町村に対しては、広域的

及び専門的な立場から、技術的な助言、支援及び連絡調整を積極的に行う

よう努めること。 

（１）実態把握及び健康課題の明確化 

地域診断を実施し、地域において取り組むべき健康課題を明らかにす

るとともに、各種情報や健康課題を市町村と共有すること。 

（２）保健医療福祉計画策定及び施策化 

地域診断により明らかとなった地域の健康課題に取り組むために、目

標の設定、保健事業の選定及び保健活動の方法等についての検討を行い、各

種保健医療福祉計画を策定するとともに、これらの計画に盛り込まれた

施策を事業化するための企画、立案、予算の確保を行い、保健活動の実

施体制を整えること。また、都道府県及び市町村が策定する各種計画の

策定に参画又は協力すること。 

（３）保健サービス等の提供 

地域の各種保健医療福祉計画に基づき、訪問指導、健康相談、健康教

育、地区組織活動の育成及び支援等の活動方法を適切に用いて、ソーシ

ャルキャピタルの醸成・活用を図りながら、保健サービス等を提供する

こと。 
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ア 市町村及び関係機関と協力して住民の健康の保持増進に取り組み、生

活習慣病の発症及び重症化を予防すること。 

イ 精神障害、難病、結核・感染症、エイズ、肝炎、母子保健、虐待等多

様かつ複雑な問題を抱える住民に対して、広域的かつ専門的な各種保

健サービス等を提供すること。 

ウ 災害対応を含む健康危機管理に関して、適切かつ迅速な対応を行うこ

とができるよう、平常時から体制を整えるとともに、健康危機の発生

時には、関係職員と十分に連携を図り、協働して保健活動を行うこと。

また、災害発生時においては、市町村の被災者健康管理等に関する支

援・調整を行うこと。 

エ 生活困窮者等に対し、社会経済状況の違いによる健康状態の差が生じ

ないよう健康管理支援を行うこと。 

オ ソーシャルキャピタルを広域的に醸成し、その活用を図るとともに、ソ

ーシャルキャピタルの核となる人材の育成に努めること。 

カ 生活衛生及び食品衛生に関わる健康問題に対して、他の専門職員等と

十分に連携を図り、協働して保健活動を行うこと。 

（４）連携及び調整 

管内における保健、医療、福祉、環境、教育、労働衛生等の関係機関

及び関係者の広域的な連携を図るために、所属内の他の職員と協働して

協議会等を開催し、その運営を行うこと。また、管内の市町村間の連絡、調

整を行うこと。 

ア 管内市町村の健康施策全体の連絡、調整に関する協議会等の運営を行

うこと。 

イ 精神障害、難病、結核・感染症、エイズ等の地域のケアシステムを構

築するための協議会を運営し活用すること。 

ウ 市町村の規模により、市町村単独では組織化が困難な健康増進、保健

医療、高齢者福祉、母子保健福祉、虐待防止、障害福祉等に関するネ

ットワークを構築すること。 

エ 関係機関で構成される協議会等を通じて、職域保健、学校保健等と連

携及び協働すること。 

オ 保健衛生部門等の保健師は、保健師の保健活動を総合調整及び推進し、

技術的及び専門的側面から指導を行うこと。 

カ  保健師等の学生実習の効果的な実施に努めること。 

（５）研修（執務を通じての研修を含む。） 

市町村及び保健、医療、福祉、介護等に従事する者に対する研修を所 
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属内の他の職員等と協働して企画及び実施すること。 

（６）評価 

保健所等が行った保健活動について、所属内の他の職員とともに、政

策評価、事業評価を行い、保健活動の効果を検証し、必要に応じて保健

事業等や施策に反映させること。 

 
２  市町村 

市町村に所属する保健師は、市町村が住民の健康の保持増進を目的とす

る基礎的な役割を果たす地方公共団体と位置づけられ、住民の身近な健康

問題に取り組むこととされていることから、健康増進、高齢者医療福祉、

母子保健、児童福祉、精神保健福祉、障害福祉、女性保護等の各分野に係

る保健サービス等を関係者と協働して企画及び立案し、提供するとともに、

その評価を行うこと。その際、管内をいくつかの地区に分けて担当し、担

当地区に責任を持って活動する地区担当制の推進に努めること。また、市

町村が保険者として行う特定健康診査、特定保健指導、介護保険事業等に

取り組むこと。併せて、住民の参画及び関係機関等との連携の下に、地域

特性を反映した各種保健医療福祉計画を策定し、当該計画に基づいた保健

事業等を実施すること。さらに、各種保健医療福祉計画の策定にとどまら

ず、防災計画、障害者プラン及びまちづくり計画等の策定に参画し、施策

に結びつく活動を行うとともに、保健、医療、福祉、介護等と連携及び調

整し、地域のケアシステムの構築を図ること。 

（１）実態把握及び健康課題の明確化 

地域診断を実施し、市町村において取り組むべき健康課題を明らかに

するとともに、各種情報や健康課題を住民と共有するよう努めること。 

（２）保健医療福祉計画策定及び施策化 

地域診断により明らかとなった市町村における健康課題に取り組むた

めに、目標の設定、保健事業の選定及び保健活動の方法についての検討

を行い、各種保健医療福祉計画を策定すること。これらの計画に盛りこ

まれた施策を事業化するための企画、立案、予算の確保を行い、保健活

動の実施体制を整えること。 

（３）保健サービス等の提供 

市町村の各種保健医療福祉計画に基づき、ソーシャルキャピタルの醸

成・活用を図りながら、訪問指導、健康相談、健康教育、地区組織活動

の育成及び支援等の活動方法を適切に用いて、保健サービス等を提供す

ること。 
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ア 住民の身近な相談者として、総合相談（多様化している保健、医療 

及び福祉等に関するニーズに対応する総合的な相談事業をいう。）及び

地区活動を実施し、また、住民の主体的な健康づくりを支援すること。 

イ 生活習慣病の発症及び重症化を予防するため、一次予防に重点をお 

いた保健活動を実施するとともに、地域の健康課題に応じて、適切な 

対象者に対し、効果的な健康診査及び保健指導を実施すること。 

ウ 介護予防、高齢者医療福祉、母子保健、児童福祉、精神保健福祉、

障害福祉、女性保護等の各種対策に関する保健サービス等を提供する 

こと。また、適切な受療に関する指導を行うこと。 

エ ソーシャルキャピタルを活用した事業の展開及びその核となる人

材の育成に努め、地区住民組織、ボランティア組織及び自助グループ

等の育成及び支援を行うとともに、これらとの協働を推進すること。 

オ 災害対応を含む健康危機管理に関して、平常時からの保健所との連

携の下、適切な対応を行うこと。また、災害を含む健康危機の発生時

には、平常時の地区活動等により把握した住民や地域の実態を踏まえ

て、住民の健康管理等の支援活動を実施すること。 

カ 生活困窮者等に対し、社会経済状況の違いによる健康状態の差が生

じないよう健康管理支援を行うこと。 

（４）連携及び調整 

保健所や当該市町村の保健、医療、医療保険、福祉、環境、教育、労

働衛生等の関係者、関係部局及び関係機関との連携を密にし、総合的な

調整を図り、効果的な保健活動を展開すること。 

ア 高齢者医療福祉（認知症を含む。）、母子保健、児童福祉、精神保健

福祉、障害福祉、女性保護等に関するネットワークや地域のケアシス

テムの構築を図ること｡ 

イ 健康増進を推進するための健康づくり推進協議会等を運営及び活用 

すること。その際、ソーシャルキャピタルの核である人材の参画を得

て、地域の健康課題を共有しながら地域保健関連対策を一体的に推進

すること。 

ウ 保健所との連携の下に、職域保健及び学校保健等と連携した保健活

動を行うこと｡ 

エ 保健衛生部門、国民健康保険部門及び介護保険部門においては、各

部門が保有するデータ等を含め密接な連携を図り、効果的に住民の健

康増進、生活習慣病予防、介護予防等に取り組むこと。 

オ  保健師等の学生実習の効果的な実施に努めること。 
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（５）評価 

保健活動について、他の職員とともに、政策評価、事業評価を行い、

保健事業の効果を検証し、必要に応じて保健活動や施策に反映させるこ

と。 

 
３  保健所設置市及び特別区 

保健所設置市及び特別区に所属する保健師は、上記１及び２の活動を併

せて行うこと（都道府県保健所等の機能のうち、市町村との関係に関する

部分を除く。）。 

 
４  都道府県、保健所設置市、特別区及び市町村の本庁 

都道府県、保健所設置市、特別区及び市町村の本庁の保健衛生部門等に

配置された保健師は、保健所、市町村等の保健活動に対して技術的及び専

門的側面からの指導及び支援を行うとともに、当該地方公共団体の地域保

健関連施策の企画、調整及び評価を行うこと。 

（１）保健活動の総合調整及び支援を行うこと。 

ア 保健師の保健活動の総合調整等を担う部署に配置された保健師は、住

民の健康の保持増進を図るための様々な活動等を効果的に推進するた

め、保健師の保健活動を組織横断的に総合調整及び推進し、人材育成

や技術面での指導及び調整を行うなど統括的な役割を担うこと。 

イ  保健師の保健活動の方向性について検討すること。 

ウ  保健師等の学生実習に関する調整及び支援を行うこと。 

（２）保健師の計画的な人材確保を行い、資質の向上を図ること。

ア 保健師の需給計画の策定を行うこと。 

イ 地方公共団体の人材育成指針に基づき、職場内研修、職場外研修、 

人材育成の観点から異なる部門への人事異動、都道府県と市町村（保 

健所設置市、特別区を含む。）間等の人事交流及び自己啓発を盛り込ん  

だ保健師の現任教育体系を構築し、研修等を企画及び実施すること。 

ウ 現任教育の実施に当たり、地方公共団体の人事担当部門、研究機関、 

大学等の教育機関等との連携を図り、効果的及び効率的な現任教育を 

実施すること。 

（３）保健師の保健活動に関する調査及び研究を行うこと。 

（４）事業計画の策定、事業の企画及び立案、予算の確保、事業の評価等を

行うこと。 

（５）所属する部署内の連絡及び調整を行うとともに、高齢者保健福祉、母
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子保健福祉、障害者保健福祉、医療保険、学校保健、職域保健、医療分

野等の関係部門及び関係機関とのデータ等を含め密接な連携及び調整を

行うこと。 

（６）災害時を含む健康危機管理における保健活動の連絡及び調整を行うこ

と。また、保健師を被災地へ派遣する際の手続き等についてあらかじめ

定めておくこと。 

（７）国や都道府県等の保健活動に関する情報を関係機関及び施設に提供す

ること。 

（８）国民健康保険団体連合会や看護職能団体等の関係団体との連携及び調

整を行うこと。 

（９）国や地方公共団体の保健活動の推進のため、積極的な広報活動を行う

こと。 

（10）その他、当該地方公共団体の計画策定及び政策の企画及び立案に参画

すること。 
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平成 28 年３月 31 日 



54  

目 次 
 
 

I はじめに 

 

II 体系的な研修体制の構築 

１．自治体保健師に求められる能力について 

（１）「自治体保健師の標準的なキャリアラダー」による能力の整理 

１）基本的な考え方 

２）枠組み 

（２）統括的な役割を担う保健師に求められる能力とその育成 

１）統括的な役割を担う保健師に求められる能力 

２）統括的な役割を担う保健師の育成 

２．体系的な研修体制構築の推進 

（１）組織全体で取り組む人材育成 

（２）キャリアパスを活用した体系的な人材育成体制構築の推進 

（３）個別性に着目した人材育成の推進 

１）「人材育成支援シート」の活用 

２）人材育成における産休・育休取得者への支援 

 

III 国の役割及び自治体間や関係機関との連携推進 

１．国及び国立保健医療科学院の役割 

２．都道府県と市町村との連携推進 

３．教育機関との連携推進 

４．関係機関との連携推進 

 

IV 自治体保健師の人材育成に資する今後の研修事業のあり方 

 

V おわりに 



55  

I はじめに 

 

近年、地域保健を取り巻く状況が大きく変化してきたことから、｢地域保健対策の推進に関す

る基本的な指針」（平成６年厚生省告示第 374 号）が大幅に改正（平成 24 年７月）されると

ともに、地域における保健師の保健活動の留意事項等を示した「地域における保健師の保健活 

動について」（平成 15 年 10 月 10 日付け健発第 1010003 号。以下「保健活動通知」という。）

においても大幅に内容が見直された（平成 25 年４月）ところである。その中で、地域保健対

策の主要な担い手である地方公共団体（以下「自治体」という。）に所属する保健師において、

保健、医療、福祉、介護等に関する最新の専門的な知識及び技術、連携・調整に係る能力、行

政運営や評価に関する能力を養成することは自治体の保健福祉施策の推進において重要であ

ることが示されており、各自治体には人事評価制度や人材育成基本方針 1 に沿って、保健師の体

系的な人材育成を図っていくことが求められている。 

また、現在、国や自治体等が実施している保健師の研修が必ずしも系統的に行われていない

こと等が課題とされており、このような課題を解決するため、本検討会は平成 26 年５月から

５回にわたり検討を重ね、平成 26 年 12 月に中間とりまとめを行い、保健師の研修等に係る現

状と課題を整理した。 

その後、中間とりまとめに示された対応の方向性に沿って、更なる研修の実態把握や、保健

師に必要な能力の整理、研修体制構築の推進や関係機関等との連携のあり方等について、厚生

労働科学研究の成果等を活用し、また関係機関の協力も得て検討を進めてきた。本最終とりま

とめは、その検討の結果をまとめたものである。検討過程において、保健師の専門的な知識・

技術や行政運営能力等を向上するためには、研修に加え、組織の人材育成計画に沿ったジョブ

ローテーション 2 等の方法も有効であり、組織的な人材育成の推進が重要であることが確認さ

れた。 

本最終とりまとめは研修のあり方にとどまらず、ジョブローテーションやその他の推進方策

を含めた自治体保健師の人材育成の推進に関する検討成果をとりまとめたものであり、その趣

旨を踏まえ、「自治体保健師の人材育成体制構築の推進に向けて」を副題とした。 
 

 

II 体系的な研修体制の構築       

１．自治体保健師に求められる能力について 

(１) ｢自治体保健師の標準的なキャリアラダー³」による能力の整理 

１）基本的な考え方 

保健師免許取得までの教育背景や、自治体に保健師として就職するまでの職務経験が多

様化する中で、保健師の能力は経験年数に応じて一様ではないことから、保健師の人材育成

において、各保健師の能力の獲得状況を的確に把握するためには、能力の成長過程を段階別

に整理したキャリアラダーが必要である。本検討会では、厚生労働科学研究 4において作成

されたキャリアラダーを基に検討を行い、自治体保健師の標準的なキャリアラダーを作成し

た。（別紙「自治体保健師の標準的なキャリアラダー」を参照） 

なお、本検討会で示すキャリアラダーは、自治体保健師に概ね共通して求められる標準 

 

1  「地方自治体・新時代に対応した地方公共団体の行政改革推進のための指針」（平成９年 11 月 14 日 自治省）に基づき、

全ての自治体において人材育成基本方針が策定されることとなっている。また、改正地方公務員法（平成  26 年公布）におい 

て、全ての自治体に人事評価制度の導入が義務づけられた事に伴い、平成 28 年４月の施行に向けて準備が進められている。 
2  人材育成の手法である OJT（on the job training：職場内教育）の一環として職員の能力開発のために、定期的かつ計画的

に部署や職場の異動を行う人事異動のこと。 
3 それぞれの職務内容や必要なスキルを明確にし、下位職から上位職へはしごを昇るように移行できるキャリア向上の道筋と

そのための能力開発の機会を提供する仕組み。 
4  平成 26～27 年度厚生労働科学研究費補助金「地域保健に従事する人材の計画的育成に関する研究」（研究代表者:奥田博子） 
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◆「専門的能力に係るキャリアラダー」におけるキャリアレベル１～５の定義は「所属組織における役

割」、「責任を持つ業務の範囲」、「専門技術の到達レベル」の３項目で示した。 

◆「管理職保健師に向けた能力に係るキャリアラダー」ではキャリアレベルを４段階に区分し、各レベ

ルに相当する職位で示した。「係長級」、「課長級」、「部局長級」の他、係長級の前段階として「係長級

への準備段階」に必要な能力についても併せて示した。 

 

 
◆「専門的能力に係るキャリアラダー」では、保健師が実践する活動 5を６つの領域に分け 

（1.対人支援活動、2.地域支援活動、3.事業化・施策化のための活動、4.健康危機管理に関する活動、 

5.管理的活動、6.保健師の活動基盤）、各領域において求められる能力を整理して示した。 

◆「管理職保健師に向けた能力に係るキャリアラダー」では、管理的活動の３項目（1.政策策定と評価、 

2.危機管理、3.人事管理）について、求められる能力を示した。 

的な能力を整理したものである。各自治体の保健師の人材育成において本キャリアラダーを

活用するに当たっては、各自治体が自組織の保健師の年齢構成や職務範囲等を踏まえて、本

キャリアラダーに示された保健師に求める能力を実際の保健師業務に対応させるなどによ

り、詳細かつ具体的に検討した上で、自治体独自の保健師のキャリアラダーを作成すること

が必要である。 

 
２）枠組み 

本キャリアラダーでは、保健師の活動領域ごとに類型化し、各領域において求められる 

能力をレベル別に整理して示した。 

保健師の専門的能力について５段階（キャリアレベル１～５）に分け、「専門的能力に係

るキャリアラダー」を作成した。従来の自治体保健師の人材育成においては、主として経験

年数に応じて「新任期」「中堅期」「管理期」に区分することが多かったが、本キャリアラダ 

ーでは、能力の成長過程を段階的に区分した。また、課長や部長など管理職に就く保健師が

増加傾向にあることから、管理職の保健師に求められる能力を明確にするため、「管理職保

健師に向けた能力に係るキャリアラダー」を別途示した。なお、管理職一般に求められる能

力は、当該キャリアラダーに含んでいない。 

各自治体においてこれらのキャリアラダーを活用して人材育成体系を構築するに当たっ

ては、｢専門的能力に係るキャリアラダー」はすべての保健師に適用されるものである一方

で、｢管理職保健師に向けた能力に係るキャリアラダー」は専門的能力に係るキャリアレベ

ルが一定程度積み上げられた者に適用されるものであることに留意が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5 「保健活動通知」において保健師の保健活動の方向性が示された。これまでの保健師の保健活動は、住民に対する直接的な

保健サービスや福祉サービス等の提供及び総合調整に重点を置いて活動するとともに、地域保健関連施策の企画、立案、実施

及び評価、総合的な健康施策への積極的な関与を進めてきたが、今後はこれらの活動に加えて、継続可能でかつ地域特性をい

かした健康なまちづくり、災害対策等を推進することが必要である、としている。 

キャリアレベルの定義 

保健師の活動領域 
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(２) 統括的な役割を担う保健師に求められる能力とその育成 

１）統括的な役割を担う保健師に求められる能力 

統括的な役割を担う保健師（以下、「統括保健師」という。）は、保健活動通知に「保健

師の保健活動を組織横断的に総合調整及び推進し、技術的及び専門的側面から指導する役割

を担う部署を保健衛生部門等に明確に位置付け、保健師を配置するよう努めること。」と明

記されている。これを受けて、自治体ではその重要性が認知され、配置が進みつつある。統

括保健師の配置と継続的な確保に向け、今後、各自治体でこのような役割を担う保健師をど

のように育てていくかが重要な課題である。 

統括保健師の育成のためには、その役割と求められる能力を明らかにすることが必要で 

ある。統括保健師の役割については、保健活動通知に示されており、以下の３点にまとめる

ことができる。 

 保健師の保健活動の組織横断的な総合調整及び推進 

 技術的及び専門的側面からの指導及び調整 

 人材育成の推進 

すでに自治体に配置されている統括保健師は、上記に加えて関連する多様な役割を担っ 

ている 6が、本検討会では保健活動通知に示された基本的な役割に基づき、統括保健師に共 

通して求められる能力を整理した(下記参照)。統括保健師が多様な役割を担っている場合は、

当然のことながらその役割に応じた能力が求められることから、各自治体で統括保健師の育 

成を行うに当たっては、まず自組織の統括保健師の役割の範囲と求められる能力を確認する 

ことが必要である。 

 

【統括的な役割を担う保健師に求められる能力】 

⚫ 組織横断的な調整や交渉を行い、保健活動を総合的に推進する能力 
 各部署に配置されている保健師の活動の全容を把握し、健康危機発生時も含め、地域全体の健康                                                                

課題の明確化や保健活動の優先度の判断、評価の実施を牽引できる。 

 保健、医療、福祉、介護等の多様な分野の組織内での合意形成を図るとともに、組織内外関係者

とのネットワーク及び効果的な協働体制を構築することができる。 

⚫ 保健師としての専門的知識・技術について指導する能力 
 社会の変化や情勢に応じて専門的知識や技術を常に更新し、実践すると共に、各組織において求

められる役割を保健師に示し、直接または適切な指導者を介して指導を行うことができる。 

 保健活動の優先度を勘案し、事業の企画や再編、予算確保等について指導・助言できる。 

⚫ 組織目標等に基づき保健師の人材育成体制を整備する能力 
 組織目標や地域保健施策の展望等を踏まえた保健師の人材確保や採用、ジョブローテーションを

含めた配置、人材育成に関する提言ができる。 

 組織全体の保健師の人材育成計画を立案し、組織内での理解・共有を図り、実施体制を整備する

ことができる。 

 指導的立場にある保健師の指導力向上のための支援を行うことができる。 
 

6 全国保健師長会『「地域における保健師の保健活動に関する指針」の活用状況に係る調査(平成 27 年６月)』より 

すでに自治体に配置されている統括保健師は、保健師連絡会議の開催、地域診断を通した健康課題の把握、地域包括ケア推

進のための組織内外との連携・調整、ジョブローテーションの調整、人材育成推進のための組織環境整備等の様々な役割を担

っている。 

公益社団法人日本看護協会「平成 26 年度保健師の活動基盤に関する基礎調査」より 

既に自治体に配置されている統括保健師は、部署や組織を越えた対応・連絡調整や連携、組織内の全保健師の人材育成に係

る統括、地域保健活動に係る技術的・専門的な助言等の役割を担っている。 
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２）統括的な役割を担う保健師の育成 

前述のとおり、統括保健師については保健活動通知に明記されており、各自治体がその 

必要性や重要性を再確認し、統括保健師の育成を一層推進することが期待される。すでに自

治体に配置されている統括保健師は、様々な部署での業務経験等を通じて段階的に能力を獲

得していた 7。統括保健師の育成のためには、研修に加えて多様な業務経験等を通じた能力 

の獲得ができるよう、ジョブローテーションによる OJTと研修を組み合わせた早期からの計

画的な人材育成が求められる。 

また、統括保健師の育成の過程において、統括保健師となる保健師がその役割や重要性 

を十分に理解し、主体的に能力の獲得に取り組み、自覚を持つことができるよう、上司や先

輩保健師からのサポートも重要である。さらに、統括保健師がその役割を十分に果たすため

には、統括保健師を補佐する保健師を位置づけることが有用であり、次世代の統括保健師の

育成にもつながることから、その確保が望まれる。 

 

２．体系的な研修体制構築の推進 

（１）組織全体で取り組む人材育成 

保健師に対する効果的なジョブローテーションも含めた人材育成の仕組みを構築するに 

当たっては、人事部門とも連携しながら進めることが不可欠である。地方公務員法改正に伴

い、全ての自治体で人事評価制度の導入が進められているところである。人事部門では人事

評価で用いる標準職務遂行能力など、適切な評価指標の作成を課題としており、保健師の人

材育成における評価指標への関心は高い 8。また、「地方自治体・新時代に対応した地方公共

団体の行政改革推進のための指針」（平成９年 11 月 14 日  自治省）に基づき、全ての自治

体において人材育成基本方針が策定されることとなっている。 

こうした状況を踏まえ、自治体組織として効果的な保健師の人材育成体制を構築するため

には、まず保健師間で、目指すべき保健師像や人材育成の方針、体制等について議論を重ね、

保健師の人材育成指針を定め、共通理解を図ることが必要である。その上で、自治体全体の

人材育成を体系化する役割を持つ人事部門と共に検討する場を設け、保健師に求められる能

力の評価指標を協働して策定するなど、各自治体の人材育成基本方針に体系づけられた保健

師の人材育成について組織的に推進することが重要である。その際、人事部門等の自治体内

の部署に加え、看護系大学等の自治体外部の関係機関の参画により、多角的な検討の場を設

けることも有用である。 

 

（２）キャリアパス 9を活用した体系的な人材育成体制構築の推進 

保健師が地域保健における課題を解決する能力を高めるためには、研修のみでなく様々 

な業務経験が重要である。能力に応じた職位や部署に配置し、多様な職場における指導等を

通して能力を積み上げていけるようジョブローテーションによる OJT と研修を組み合わせ 

た人材育成の仕組みの構築が必要であり、能力を積み上げる道筋をキャリアパス等として示 

 

7 全国保健師長会『「地域における保健師の保健活動に関する指針」の活用状況に係る調査（平成 27 年６月）』より 
8 平成 27 年度地域保健総合推進事業「保健師活動指針の活用に係る事例の収集」より 

人事部門では各専門職の専門性向上に特化した人材育成体系はなく、専門的な研修は各所属部署において取り組むものと認

識されており、保健師についても、保健所で実施されている研修が人事部門に認識されていなかったり、人事異動が必ずしも

専門性向上の観点から行われていないといった状況もあった。 
9  ある職位や職務に就任するために必要な一連の業務経験とその順序、配置異動のルート。保健師に当てはめると、保健師の

キャリアラダーに示された能力をどのような業務経験の中で体得し、どのような研修を受講して身に付け、それをどのような

部署で発揮し、次にどのような業務や職位をたどっていくのかを可視化したもの。 
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し、可視化することが重要である。研修やジョブローテーション等を経て、キャリアラダー

に示された能力を獲得していくとどのような場で能力を活かすことができるのか示される

ことにより、現場での実践能力を高めてさらに専門性を発揮していきたいと考える保健師に

とっても、目的意識の明確化や一層の意欲向上につながるなど、より効果的に人材育成を推

進することができると考えられる。 

キャリアパス等の構築に当たっては、人事部門との連携が不可欠である。ジョブローテ

ーションや研修と連動したキャリアパスを作成した自治体の例をみると、キャリアパス作成

のはじめの段階から、当事者である保健師と人事部門が協議・調整し、方針を共有した上

で、自治体の人材育成方針との整合を図り、ジョブローテーションや研修と連動するキャリ

アパスを作成し、その結果、保健師の人材育成体制が構築されていた。このような事例を参

考に、各自治体において、人事部門をはじめとする保健師の人材育成に関係する部署が連携

し、キャリアパスを作成するプロセス等を通して、保健師の体系的な人材育成の必要性の理

解や体制構築が推進されることが期待される。 

 

自治体組織においてキャリアパスを活用して人材育成を効果的に推進するためには、キャリ

アパスの意義やメリットについて組織内の全ての保健師が理解し、自らのキャリアパスに反映

させるとともに、人事部門等も含めた組織的な合意形成が不可欠である。 

キャリアパスは保健師の業務内容や配置計画、人材育成方針等と密接に関連しており、自治

体の個々の状況により異なるものである。キャリアパスの構築に当たっては、各自治体の実情

を踏まえた検討が行われるべきであり、各自治体において、本最終とりまとめや厚生労働科学

研究報告書、先行自治体の取組事例等 10を参照し、検討が進められることが期待される。 

 
（３）個別性に着目した人材育成の推進 

１）「人材育成支援シート」の活用 

①「人材育成支援シート」の活用により期待される効果 

中間とりまとめにおいて、保健師免許取得までの教育背景の多様化等により新任期の 
 

10  最終とりまとめ「資料編」６～７頁参照。 

【ジョブローテーションや研修と連動したキャリアパスを作成した自治体におけるキャリ

アパス構築のプロセス】 

1. 人材育成の重要性及びキャリアパスの必要性について保健師間で理解し共有する。 

2. 人事部門に保健師のキャリアパスを作成することを説明し、自らの自治体の人材育成方針に沿

ったものであることを確認する。 

3. 保健師業務を組織横断的に整理し、保健師業務における重点課題や優先業務をまとめる。 

4. 保健師業務における重点課題や優先業務を勘案し、自らの自治体の人材育成方針と整合性のあ

る保健師の人材育成方針を作成する。 

5. 保健師のあるべき業務体制と人材育成方針を踏まえ、効果的なジョブローテーションと研修を

勘案してキャリアパス原案を作成する。 

6. 各保健師の所属長に保健師業務の重点課題や優先業務、あるべき体制、人材育成方針と併せて

キャリアパス原案を説明し、意見を聞く。 

7. キャリアパスを人事部門と協議の上、決定し、自治体組織として共有するとともに保健師全体

に周知する。 
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保健師については個別性にも着目した人材育成のあり方の検討が必要であることが示さ

れたが、新任期に限らず各保健師の基本的能力の習得状況を確認しつつ、個別性に着目

した人材育成を行うことは重要である。 

個別性に着目した人材育成を推進するためには、個々の保健師の業務経験や研修受講

履歴等を記録し、それらを通して獲得した能力等を自ら確認すると共に、その内容を上

司との面談等において共有し、人材育成計画に反映する方法が考えられる。組織内で共

通の様式（仮に「人材育成支援シート」とする。）を活用することにより、効果的かつ組

織的に人材育成を推進することができると考えられる。 

「新人看護職員研修ガイドライン(保健師編)」(平成 23 年２月)では、研修手帳（研

修ファイル）11 の活用について述べられているが、｢人材育成支援シート｣は、これをベ

ースに業務経験と業務を通じて獲得した能力をチェックシート等を用いて記録し、キャ

リアラダーやキャリアパスと連動させることで、全ての保健師の人材育成に活用するこ

とができる。 

また、｢人材育成支援シート｣に自らの目指す保健師像や伸ばしたい能力を個々の保健

師が明記しておくことで、能力の獲得状況等の評価を行う際などに自らの目標を再確認

することができ、自己研鑽や業務に対する意欲向上にもつながることが期待される。 

 
② 「人材育成支援シート」の記載内容 

独自の「人材育成支援シート」を既に活用している自治体では、個々の保健師が、目 

指す保健師像や将来ビジョンを明記したり、業務経験や研修受講履歴等を記録し、それ 

らを通して獲得した能力を自ら確認するなど、自己管理ツールとしていた。さらに、個々

の保健師が記載し、自己評価した結果を、面談等によって上司や人材育成担当者・保健 

師と共有し、本人及び組織の人材育成計画に反映するといった方法で活用していた 12。｢人

材育成支援シート」の記載項目は、その活用方法により異なると考えられる。活用方法 

を、個々の保健師による活用と組織による活用に分け、それぞれの活用方法に応じた記 

載項目の例を整理した（次頁参照）。 

各自治体において｢人材育成支援シート｣を作成する際には、「人材育成支援シート」

をどのような目的で活用し、どのような運用方法とするのか等を明確にし、必要な記載

項目をそれぞれ検討することが求められる。 

 

 
 

11「新人看護職員研修ガイドライン（保健師編）」（平成 23 年２月）より 

４．研修手帳（研修ファイル）の活用 

新人保健師が自らの目標を持ち、獲得した能力や成果を蓄積するためにポートフォリオやパーソナルファイルと呼ばれる研

修手帳（研修ファイル）の利用が効果的である。研修手帳（研修ファイル）は、「保健師としての成長記録として利用できる」 

「経験の蓄積を可視化することができる」「研修手帳（研修ファイル）を介して他者へ経験を伝える手段になる」などの特徴 

がある。そして、研修手帳（研修ファイル）は新人保健師研修のみではなく継続教育の記録としても利用でき、また所属部署

や所属機関が変わっても利用できるものである。 

研修手帳（研修ファイル）に記載する内容としては、例えば、初めのページに「将来目指すもの」「今年度目指すもの」「そ

のためのプラン」を記載しておくと、機会あるごとに目標を確認することができる。研修での資料や記録をはさみこめるよう

にしておくと記載の負担なく経験を蓄積できる。また「到達目標のチェックリスト」を入れておくと、経験するごとにチェッ

クして利用することができる。一定期間後、「実施したこと・分かったこと・考えたこと・成長したこと」や「他者からのコ 

メント」を記載してもらうことで、成長の振り返りを行うことができる。 

12 最終とりまとめ「資料編」１頁、８～26 頁参照。 
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【「人材育成支援シート」の活用方法に応じた記載項目の例 】  
 

活用方法 記載項目 

個

々

の

保

健

師

に

よ

る

活

用 

目指すべき保健師像や将
来ビジョンを明記し、自ら
の目標を設定する。 

・キャリア実現のための目標 

・伸ばしたい能力        （A） 
・今後取り組みたい仕事 

 
 

業務経験や研修受講履歴
等を記録し、それらを通し
て獲得した能力を自ら確
認する。 

・所属部署で経験した業務 
・研修受講履歴 
・学会発表 

・各種委員、研修講師経験     （B） 
・災害派遣経験 
・獲得した能力（チェックリスト） 
・産休・育休等取得状況 

組
織
に
よ
る
活
用 

 
上司や人材育成担当者・保
健師との面談等で共有し、
本人及び組織の人材育成
計画に反映する。 

 
（A） ＋ （B） 

 
 

２）人材育成における産休・育休取得者への支援 

中間とりまとめにおいて、中堅期の保健師は、産前産後休業（以下「産休」という。）や

育児休業（以下「育休」という。）を取得する者も多く、多様性を踏まえた対応が必要であ

り、また主体的に自らの目指すべき方向を考えることができるような人材育成の推進が課

題として示された。これは自治体保健師に限らず、他職種や一般企業にも共通する重要な

課題である。 

産休・育休等により長期間職場を離れた保健師の人材育成やキャリア継続支援において

は、個別の事情を勘案した対応が必要であり、ワーク・ライフ・バランス重視の職場環境

づくりに加えて、個別性に着目した人材育成が求められる。 

具体的には、各自治体が作成した独自のキャリアラダーを参照しつつ、長期間職場を離

れた個々の保健師の業務経験や能力の獲得状況について、保健師本人と指導者側が確認し

て「人材育成支援シート」に記録し、復帰面談等において共有するといった方法により、

人材育成上の課題について共通認識を持つことができる。その上で、希望者向け研修等の

機会を提供することにより、多様性を踏まえた効果的な支援となることが期待される 13。 

このように、キャリアラダーや「人材育成支援シート」は、産休・育休取得者等の人材

育成やキャリア継続支援においても有効なツールになることが期待され、各自治体の人材

育成方針やガイドライン等に盛り込み、組織全体で取り組むことが重要である。 

 
 
 
 
 
 

 

13  最終とりまとめ「資料編」１頁参照。 
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III 国の役割及び自治体間や関係機関との連携推進 

１．国及び国立保健医療科学院の役割 

国は自治体保健師の人材育成の必要性について保健活動通知等で示しているところであ 

るが、各自治体における人材育成体制の構築が一層推進されるよう、本最終とりまとめで示

された具体的な推進方策について、関係機関と連携しつつ、周知等の取り組みを行うべきで

ある。 

また、国立保健医療科学院は、研修を通じて都道府県・保健所設置市をはじめとする全国

の自治体のトップエキスパートを継続的に育成し、育成された人材が当該地域の自治体の人

材を育てていくといった波及効果を生むよう、その充実を図るべきである。さらに、国立保

健医療科学院における人材育成体制やキャリアパス、研修手法・ツールに関する実践的研究

等を通じて、全国の自治体保健師の人材育成の取組や研修の質の向上に寄与するよう努めら

れたい。 

 

２．都道府県と市町村との連携推進 

保健師の人材育成・研修を企画・実施するに当たっては、都道府県保健所が市町村保健師

を対象とした研修を実施するなど、都道府県による計画的・継続的な人材育成の支援・推進 

が今後も重要である。都道府県における取組や都道府県と市町村との連携状況等の事例より、

全ての自治体における保健師の人材育成を推進するためには、特に規模の小さい自治体の支 

援が重要であることが明らかとなった 14。こうした点も踏まえ、都道府県・市町村において 

以下のような取組が推進されることが望まれる。 

 

① 都道府県や保健所による市町村への支援・連携の強化 

 保健所には市町村保健師の人材育成を支援する役割が期待されており、この点について

は「保健活動通知」に示されている。まずは都道府県、市町村ともにそれを再確認する

ことが必要である。 

 都道府県及び保健所は、市町村連絡協議会等の定例開催などを通して市町村間の連携促

進を図るとともに、人材育成に関する市町村からの相談対応体制を整備するなど市町村

の実態を常に把握する体制を整えることが求められる。 

 また、困難事例に市町村と連携して対応したり、事業評価を共に実施するなどによる市

町村の支援も効果的であり、把握した地域の課題を保健所業務に反映・活用することが

できる。 

 都道府県は、管内市町村の参加を得て、市町村においても活用可能な人材育成ガイドラ

インを作成することが求められる。 

 都道府県と市町村との間で保健師の人事交流を行う等、顔の見える関係性により、双方

の人材育成における継続的な支援・連携体制を構築することが重要である。 

 市町村は人材育成の方針について自組織内で検討し明確にしておくとともに、必要に応 
 

14 平成 27 年度地域保健総合推進事業「保健師活動指針の活用に係る事例の収集」より 

－小規模自治体の人材育成における課題 

小規模自治体では「保健師数が少ない」「保健師の採用が長期間なかったため指導者層がいない」「業務量が多く人材育成が 

後回しになる」等の背景要因から、「人材育成計画の立案そのものが困難」という状況であることが把握された。また、多部署

への保健師の配置（分散配置）が進んだことから、各部署での指導体制の確保困難など人材育成上の課題があること、保健師 

の人材育成を担う部署が明確でなく、各種事業の実施が優先され、人材育成について検討する時間が確保できないことなど、 

内部努力だけでは解決が難しい課題を抱えていることも明らかになった。 
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じて都道府県や保健所、大学等の関係機関を積極的かつ効果的に活用することが望まし

い。 

 

② 市町村間連携の促進 

 規模や特性が近い市町村間の連携は重要であり、広域連合など市町村間連携の仕組みを

活用し、保健師の研修会を合同で開催するなどの方法が考えられる。 

 人材育成に関して市町村間連携を担当する統括保健師等を各市町村に設置し、顔の見え

る関係性により連携促進を図ることが求められる。 

 

３．教育機関との連携推進 

中間とりまとめにおいて、保健師を養成する大学等の教育機関と自治体との研修の企画・運

営等の連携の実態について全国的なデータや事例を集約した上で、保健師の現任教育における

有効な連携方策等を検討し、提示することとされた。自治体保健師の人材育成に関する教育機

関の全国的な取組状況について調査が行われ 15、その結果より、教育機関が自治体保健師の現

任教育に関わるメリットとして、「現場の保健師活動を教育機関がより理解し、教育・研究に 

活用することができる｣、｢自治体保健師との連携が強化される｣、｢自治体に就職した卒業生が 

学生のロールモデルとなり、教育への好影響となる｣、｢大学として地域貢献の役割を果たせる」

といった点が明らかになった。 

自治体保健師は実践の現場に近いため地域の健康課題に係る着眼点や判断力においては強 

みがあるが、研究的に課題に取り組む時間や人材が不足している。一方、教育機関は実務の場

から離れているが、一歩引いて客観的に課題を捉えることができる。両者の連携により、現場

の活動にエビデンスや研究的視点を付加することができ、保健活動の質向上が期待される。こ

のように、互いの強みと弱みを確認し、それを補完し合い、双方の特徴を活かした連携策が効 

果的と考えられる 16。 

保健師の現任教育における自治体と教育機関との連携を一層推進するためには、教育機関が

自治体保健師の現任教育に関与することにより得られる教育機関側のメリットや多様な関わ 

り方を、教育機関に対して広く周知することが重要である。また、実習の受け入れを調整する

会議等の機会を活用し、教育機関と自治体が組織的かつ定期的に協議する場を活用することも

効果的である。 

なお、教育機関との連携に際しては自治体が主導し、保健師の人材育成において教育機関と

連携する目的や目標を明確にした上で、それを教育機関と共有し、協働して取り組むことが求

められる。 

保健師の人材育成において自治体と未だ連携していない教育機関では、自治体に就職したそ

れぞれの卒業生への支援や、各大学の独自性と教員の得意分野等を活かした取り組みやすい支

援から着手するなど、教育機関の現任教育への関与が一層推進されることが期待される。 

 

 

 
15  全国保健師教育機関協議会『「保健師教育機関による自治体等の現任保健師の人材育成に対する連携の実際」に関する調査 

（平成 27 年３月）』より 

・自治体保健師の人材育成に関与した教育機関 75.0% 

設置主体別：国公立 98.0% 私立 55.6%（有意差あり） 

・卒業生を対象とした人材育成の実施 59.6% 

 設置主体別：国公立 84.0%、私立 37.0%% 
16  最終とりまとめ「資料編」２頁参照。 
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４．関係機関との連携推進 

自治体保健師の人材育成の推進のためには、保健師の育成や業務において関係が深い日本看

護協会や全国保健師長会等の関係機関との連携も重要であり、すでに多くの研修が実施されて

いる 17。全国規模の研修もあるが、都道府県毎やブロック毎にも開催されており、自治体保健

師がより参加しやすい方法がとられている。また、関係機関が開催する研修には、複数の自治

体の保健師が参加するため、組織を越えた保健師間の横のつながりを構築する場にもなってい

る。関係機関の特性や視点を活かしたテーマ設定や実施方法など、行政とは違う多角的な研修

が行われることにより、幅広い学習や検討ができる機会にもなっている。また、同規模や同特

性の自治体との情報交換により、管理職クラスの保健師が施策化のために必要な考え方等の研

鑽を行える重要な場となっている。 

一方、関係機関は自治体保健師を対象とした研修を通して、地域の保健活動における様々な

課題をタイムリーに把握することができ、関係機関の事業計画策定や効果的な事業実施等に活

用できるといったメリットがある。また、研修の企画そのものについても自治体保健師の意見

を反映させることができ、保健師の活動の実態に沿った必要性の高い研修を実施できる。 

自治体保健師の現任教育において関係機関との連携を推進するためには、自治体と関係機関

の双方のメリットを明らかにし、それぞれの持つ特性や役割、連携による効果等を互いに理

解・共有し、効果的な活用をすることが重要である。地域の保健活動や保健師の質向上に向け、 

関係機関との連携が一層推進されることが期待される。 

 

 

IV 自治体保健師の人材育成に資する今後の研修事業のあり方 

 

中間とりまとめにおいて、全国レベルで行われている保健師の研修事業について、実施主体

によってそれぞれ目的をもって実施されており、一定の効果を上げているが、全体としてみる

と、研修の対象者や到達目標等について実施主体ごとの役割分担の整理が十分ではない状況に

あること、また既存の研修事業が今後も保健師の人材育成に有効に活用されるためには、研修

に派遣する必要性が自治体に理解されるよう、研修の成果がどのように業務に活かせるのかを

明確にすることが必要であることが示された。 

本検討会では、自治体保健師に求められる能力を整理し、「自治体保健師の標準的なキャリ

アラダー」を提示した。今後、自治体保健師を対象として実施されている様々な研修について、

研修の対象者や到達目標等を「自治体保健師の標準的なキャリアラダー」における各レベルや

能力を用いて示すことにより 18、各研修の人材育成上の位置づけを明確にすることができ、各

研修が人材育成において一層有効に活用されることが期待される。 

また、各研修の対象者や到達目標等を「自治体保健師の標準的なキャリアラダー」と関連付

けることにより、研修成果がどのような業務の質向上に効果的なのか、説明することが容易と

なると考えられ、自治体組織内における各研修の必要性に対する理解促進につながることも期

待される。さらに、研修実施側にとっても、各研修の対象者を明確にし、到達目標等について

受講者と共通認識を持つことが容易となり、より高い研修効果が得られることが期待される。 

今般、「自治体保健師の標準的なキャリアラダー」が示されたことを契機に、各研修事業の

実施者が、各研修の対象者や到達目標等を「自治体保健師の標準的なキャリアラダー」と関連 

 

17 最終とりまとめ「資料編」１頁、２～４頁参照。 
18 最終とりまとめ「資料編」５頁参照。 
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付けて明示することが望まれる。 

また、様々な実施主体により実施されている研修事業について、研修の実施単位（全国単位、 

都道府県単位、保健所単位等）や実施機関の種別・特性（教育機関、職能団体等）等により整

理し、研修の意義や役割を明らかにすることによって、各研修の位置づけが明確化され、一層

活用されることが期待される。 

 

 

V おわりに 

―自治体保健師の人材育成の一層の推進に向けて― 

 

保健師は地域保健における最大のマンパワーであり、地域保健を取り巻く状況が大きく変化

する中、保健師の資質を向上することは、ひいては住民の健康増進に寄与するものであり、極

めて重要かつ急務である。各自治体が、保健師に係る人材育成体制の構築に取り組むことが期

待される。 

また、保健師の免許取得前の教育体制は多様であり、就業後も産休や育休の取得等により長

期間職場を離れる場合もある。保健師の人材育成上、多様性を踏まえた個別の対応が必要な状

況がある。本検討会では、キャリアラダーという概念を導入し、自治体保健師に求められる能

力を示すとともに、「人材育成支援シート」の活用方法と記載事項例を整理して示した。また、

キャリアパスの策定プロセスと策定における留意事項を示した。今後、これらが活用されるこ

とにより、個々の保健師の目標や能力の獲得状況、ライフステージ等の多様性に応じた、効果

的な人材育成体制の構築と人材育成の一層の推進が期待される。 



 

ャ 

 

  
 

 キャリアレベル 

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 

キ
ャ
リ
ア
レ
ベ
ル
の
定
義 

所属組織における役割 

 

 
 

・組織の新任者であり行政組織人及び
保健師専門職としての自覚を持つ。 

 

 
・計画された担当業務を自立して実施す
る。 
・プリセプターとして後輩の指導を担
う。 

 
・保健活動に係る担当業務全般につい
て自立して行う。 
・役割や立場の違いを理解し、つなぎ
役としての組織的な役割を担う。 
・自組織を越えたプロジェクトに参画す
る。 

・所属係内でチームのリーダーシップ
をとって保健活動を推進する。 
・キャリアレベル A-5 の保健師を補佐す
る。 
・関係機関との信頼関係を築き協働す
る。 
・自組織を越えたプロジェクトで主体的
に発言する。 

 
 

・所属課の保健事業全般に関して指導的
役割を担う。 
・自組織を越えた関係者との連携・調整を 
行う。 

責任を持つ業務の範囲 

 

・担当業務を的確に把握・理解し、個
別事例に対して責任を持つ。 

 

係の保健事業に係る業務全般を理解
し、地域支援活動に係る担当業務に責任
を持つ。 

 

係の保健事業と施策との関係性を理
解し、主担当として担当業務に責任を
持つ。 

 

課の保健事業に係る業務全般を理解
し、その効果的な実施に対して責任を持
つ。 

 

・組織の健康施策に係る事業全般を理解
し、その効果的な実施に対して責任を持
つ。 

専門技術の到達レベル 

 

・基本的な事例への対応を主体的に行う。 
・地域活動を通して地域特性や地域資
源を把握し、地域の人々の健康課題を
明らかにする。 

・複雑な事例への対応を必要に応じて
指導を受けて実施する。 
・担当地域の健康課題の優先度を判断
し、地域の人々の主体性を尊重した解
決策を立案する。 

 

・複雑な事例に対して自立して対応す
る。 
・健康課題を明確にし、チーム内で共有 
し、地域の人々と協働して事業計画を提
案する。 

 
・複雑な事例に対して、担当保健師等
にスーパーバイズすることができ
る。 
・地域の潜在的な健康課題を明確にし、
施策に応じた事業化を行う。 

・組織横断的な連携を図りながら、複雑
かつ緊急性の高い地域の健康課題に対し
て迅速に対応する。 
・健康課題解決のための施策を提案する。 

 

保健師の活動領域 求められる能力 各レベルにおいて求められる能力 

１ 

対
人
支
援
活
動 

 

 

 

 
1-1. 個人及び家族への支援 

 

・医学や公衆衛生看護学等の専門知識に
基づき個人及び家族の健康と生活に関す
るアセスメントを行う能力 
・個人や家族の生活の多様性を踏ま
え、あらゆる保健活動の場面を活用し
て個人及び家族の主体性を尊重し、課題
解決のための支援及び予防的支援を行
う能力 
・必要な資源を導入及び調整し、効果
的かつ効率的な個人及び家族への支援
を行う能力 

 

 

 

・個人及び家族の健康と生活について
分析し健康課題解決のための支援計画を
立案できる。 
・個人及び家族の多様性や主体性を尊
重した支援を指導を受けながら実践で
きる 
・支援に必要な資源を把握できる。 

 

 

 

 

・複雑な事例の支援を必要に応じて、指
導を受けて実施できる。 
・対象の主体性を踏まえ、支援に必要な
資源を指導を受けて導入及び調整でき
る。 

 

 

 

 

・複雑な事例のアセスメントを行い、支
援を実践できる。 
・支援に必要な資源を適切に導入及び
調整できる。 

 

 

 

 
・複雑な事例の潜在的な健康課題を把
握し、予防に係る支援を実践できる。 
・健康課題に予防的に介入できる。 

 

 

 

 
・複雑かつ緊急性の高い健康課題を迅
速に明確化し、必要な資源を調整し、
効果的な支援を実践できる。 

 

 
1-2. 集団への支援 

 
 

・集団の特性を把握し、グループダイ
ナミクスを活用し、集団及び地域の健
康度を高める能力 

 

 
・集団の特性を把握し、指導を受けなが
ら支援できる。 

 
 

・集団のグループダイナミクスを活用
して、特性に応じた支援計画を企画
し、自立して支援できる。 

 

 
・集団への支援を通して、地域の健康課
題を明確化することができる。 

 

 
・集団への支援を通して、地域の課題解
決に向けた事業計画を立案できる。 

 
 

・集団への支援を通して立案した事業
により、住民による地域の健康課題の
解決を支援することができる。 

２ 

地
域
支
援
活
動 

 
 

2-1. 地域診断・地区活動 

 
・地域の健康課題や地域資源を明確化
し、地域組織や関係機関と協働して課題
解決する能力 

 
 

・指導を受けながら、担当地区の情報を
収集・分析し、健康課題を明確化でき
る。 

 
 

・担当地区の情報を分析し、健康課題の
明確化と優先性の判断ができる。 

 
 

・地域診断や地区活動で明らかになった
課題を事業計画立案に活用できる。 

 
 

・地域に潜在する健康課題を把握し、
リスクの低減や予防策を計画し実践で
きる。 

 
 

・地域診断や地区活動で明らかになった
課題を施策立案に活用できる。 

 

 
2-2. 地域組織活動 

 
・地域の特性を理解し住民と協働して組
織化・ネットワーク化を促す能力 
・地域組織を育成し、ネットワーク化
し協働する能力 

 
・地域特性を理解し、住民と共に活動
できる。 
・多様な地域組織の役割や関係性につい
て把握できる。 

 

 
・多様な住民ニーズを把握しながら、
地域組織と共に活動できる。 

 

 
・住民と共に活動しながら、住民ニー
ズに応じた組織化が提案できる。 

 
・住民ニーズに応じた組織化を自立し
てできる。関係機関と協働し、必要に
応じて新たな資源やネットワークの立
ち上げを検討することができる。 

 

 
・多様な住民組織のネットワークを立
ち上げ、地域組織の育成を行うことが
できる。 

 

 
 

2-3. ケアシステムの構築 

 
・健康なまちづくりを推進するため保
健、医療、福祉、介護等の各種サービ
スの総合的な調整を行う能力 
・住民、学校、企業ほか、地域の関係
機関と協働し連携を図り、地域特性に
応じたケアシステムを構築する能力 

 

 

・担当地区の各種サービスとその関係
性を理解し、指導を受けながら担当事例
に必 要なサービスを活用できる。 

 

 

 
・担当地区や担当事例への対応を通し
て必要なサービスの調整ができる。 

 

 

・地域の健康課題や地域特性に基づ
き、 関係機関と協働し、地域ケアシス
テムの改善・強化について検討でき
る。 

 

・各種サービスの円滑な連携のため
に必要な調整ができる。 
・地域の健康課題や特性に応じたケアシ
ステムについて検討し提案することが
できる。 

 

 

・保健福祉政策に基づき、地域特性に応
じたケアシステムの構築に係る施策化
ができる。 

自治体保健師の標準的なキャリアラダー（専門的能力に係るキャリアラダー） 
別紙 

6
0
 



 

３ 

事
業
化
・
施
策
化
の

た
め
の
活
動 

 

 

 

 

3-1. 事業化・施策化 

 

 

 
 

・保健医療福祉施策を理解し、事業を企
画立案し、予算を確保できる能力 
・地域の健康課題を解決するため、自
組織のビジョンを踏まえた保健医療福
祉施策を提案する能力 

 

 

 

 
・所属自治体の施策体系や財政のしく
みについて理解できる。 
・担当事業の法的根拠や関連政策につ
いて理解し事業を実施できる。 

 

 

 

 
・担当地域の健康課題を把握し、施策と
事業との関連性について理解したうえ
で、事業計画立案に参画することがで
きる。 
・担当事業の進捗管理ができる。 

 

 

 
 

・係内の事業の成果や評価等をまと
め、組織内で共有することができる。 
・地域の健康課題を明らかにし、評価
に基づく事業の見直しや新規事業計画
を提案できる。 

 

 

 

 
 

・保健医療福祉計画に基づいた事業計画
を立案し、事業や予算の必要性につい
て上司や予算担当者に説明できる。 

 

 

 

 
 

・地域の健康課題を解決するための自
組織のビジョンを踏まえた施策を各種保
健医療福祉計画策定時に提案できる。 

４ 

健
康
危
機
管
理
に
関
す
る
活
動 

 

 

 

4-1.健康危機管理の体制整備 

 

・平時において、地域の健康課題及び関
連法規や自組織内の健康危機管理計画
等に基づき、地域の健康危機*の低減策
を講じる能力 
*災害、医薬品、食中毒、感染症、飲料
水その他何らかの原因により生じる
地域住民の生命、健康の安全を脅かす
事態 

 

 
・関係法規や健康危機管理計画及び対応
マニュアルを理解できる。 
・健康危機に備えた住民教育を指導を
受けながら行うことができる。 

 

 

 
・健康危機対応マニュアルに基づき、予
防活動を行うことができる。 

 

 

 
・地域特性を踏まえ健康危機の低減の
ための事業を提案できる。 

 

 
 

・地域特性に応じた健康危機の予防活
動を評価し、見直しや新規事業を立案
できる。 

 
 

・有事に起こりうる複雑な状況の対応
に備え、平時より関係者との連携体制
を構築できる。 
・健康危機管理計画や体制の見直しを
計画的に行うことができる。 

 

 
 

4-2. 健康危機発生時の対応 

 

 

・健康危機発生時に、組織内外の関係
者と連携し、住民の健康被害を回避し、
必要な対応を迅速に判断し実践する能
力 

 

 

・健康危機発生後、必要な対応を指導
者の指示のもと実施できる。 
・現状を把握し、情報を整理し、上司
に報告する事ができる。 

 

 

・発生要因を分析し、二次的健康被害を
予測し予防するための活動を主体的に
実施できる。 

 

 

・必要な情報を整理し組織内外の関係
者へ共有できる。 
・変化する状況を分析し、二次的健康被
害を予測し、予防活動を計画、実施でき
る。 

 

 

・健康被害を予測し 、回避するための
対応方法について、変化する状況を踏
まえて、見直しができる。 
・組織内の関連部署と連携、調整でき
る。 

 

 

 

・有事に起こる複雑な状況に、組織の
代表者を補佐し、関係者と連携し対応
できる。 

５ 

管
理
的
活
動 

 

 
5-1. ＰＤＣＡサイクルに基づく
事業・施策評価 

 

・所属部署内外の関係者とともに、事
業評価及び施策評価、保健活動の効果検
証を行う能力 
・評価結果等の根拠に基づき事業及び
施策の必要な見直しを行う能力 

 

・ＰＤＣＡサイクルに基づく事業評価方
法を理解できる。 
・担当する事例に係る評価結果に基づ
き支援方法の見直しができる。 

 

 
・所属係内のメンバーと共に担当事業
の評価及び見直しを主体的に実施でき
る。 

 

・所属係内で事業評価が適切に実施で
きるよう後輩保健師を指導できる。 
・事業計画の立案時に評価指標を適切
に設定できる。 

 

 

・所属部署内外の関係者とともに事業
評価を行い、事業の見直しや新規事業
の計画を提案できる。 

 

・評価に基づき保健活動の効果を検証
し、施策の見直しについて提案でき
る。 
・施策立案時に評価指標を適切に設定
できる。 

 

 
 

5-2. 情報管理 

 

 

 
・組織内外の保健活動に係る情報を適
切に保管、開示、保護する能力 

・組織における情報管理に係る基本指
針を理解し、業務に係る文書等を適切
に管理 できる。 
・保健活動上知り得た個人情報を適切
に取り扱うことができる。 
・業務の記録を適切に行い関係者への
情報伝達ができる。 

 

 

 
・保健活動に係る情報の取扱が適切に
行われているか、自主的に確認でき
る。 

 

 

・所属係内の保健師が規則を遵守して
保健活動に係る情報を管理するよう指
導できる。 

 

 

・保健活動に係る情報管理上の不則の
事態が発生した際に、所属部署内で主導
して対応できる。 

 

 

・保健活動の情報管理に係る規則の遵
守状況を評価し、マニュアル等の見直し
を提案できる。 

 

 

5-3. 人材育成 

 
 

・組織の人材育成方針を理解し、保健師
の人材育成計画を作成する能力 
・継続的に自己研鑽するとともに、
後輩を指導・育成する能力 

 
 

・組織の人材育成方針及び保健師の人材
育成計画を理解できる。 
・自己の成長を振り返り、次の成長に
つなげることができる。 

 

 
 

・自己のキャリア形成ビジョンを持
ち、積極的に自己研鑽できる。 

 

 
 

・後輩保健師の指導を通して人材育成
上の課題を抽出し、見直し案を提示で
きる。 

 

 
 

・保健師の研修事業を企画し、実施・評
価できる。 

 

 
 

・組織の人材育成方針に沿った保健師
の人材育成計画を作成できる。 

 

 

 

 

 

6. 保健師の活動基盤 

 

 

 
 

・根拠に基づいた保健師の活動を実践
する能力 

 

 

 
・根拠に基づく保健活動を実施するた
め、実施した保健活動の記録を適切に
行うことができる。 

 

 

 
 

・指導を受けながら研究的手法を用いて
事業の評価ができる。 

 

 

 

 
・研究的手法を用いた事業評価ができ

る。 

 

 

 
・地域診断などにおいて研究的手法を用
いて分析し、根拠に基づき保健事業を計
画できる。 

 

 

 
 

・根拠に基づき、質の高い保健事業を
提案し、その効果を検証できる。 

・保健師の活動理念である社会的公正
性・公共性について理解し、活動を倫
理的に判断する能力 

 

保健師の活動の理念である社会的公正性・公共性について理解し、活動を倫理的に判断

できる 
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キャリアレベル 

B-1 
（係長級への準備段階） 

B-2 
（係長級） 

B-3 
     （課長級） 

B-4 
（部局長級） 

 

保健師の活動領域 求められる能力 各レベルにおいて求められる能力 

管
理
的
活
動 

 

 

 

1. 政策策定と評価 

 
・国の動向や自組織の方針を理解し、
担当部署に係る活動方針のビジョンを
示し、必要に応じた見直しを行う能力 
・自治体を代表して外部機関の上位者と
の調整や交渉を行う能力 

 

 

・事業や施策の評価を踏まえ、係長に
保健医療福祉政策に係る提案ができ
る。 

 

 

・住民の健康課題等に基づく事業化、施
策化及び事業評価に基づく見直しができ
る。 

 
 

・保健医療福祉に係る国の動向や組織
の方針、施策の評価を踏まえ、組織の
政策ビジョンに係る提言ができる。 

 
 

・保健医療福祉政策に係る必要な計画
や法制度整備について組織内で提言
し、実 現に向け組織の意志決定者及び
関係機関にはたらきかけることができ
る。 

 

 

 

2. 危機管理 

 
 

・危機等の発生時に組織の管理者とし
て迅速な判断を行い組織内外の調整を
行う能力 
・危機を回避するための予防的措置
が行われるよう管理する能力 

 
 

・危機管理に係る組織内外の関係者を
把握し、有事に備えた関係性の構築
ができる。 
・有事にマニュアルに沿って行動
し、係長を補佐する。 

 
 

・係員が危機管理マニュアルに沿って
行動できるよう訓練等を企画できる。 
・有事に組織内の人員や業務の調整を
行い、課長の補佐や部下への指示がで
き る。 

 
・課員が危機管理マニュアルに沿って行
動できるよう各係長級に対し、訓練等
の実施を指導できる。 
・有事に、組織の対応方針に基づき、
組織内の人的物的資源等の調整や管理
ができる。 

 
・危機管理に必要な計画・マニュア
ル・内 規等の整備を組織に提言し、
具現化することができる。 
・有事に、行政の保健医療福祉組織を
代表して、関係機関の代表者と連携
し、部局を統括して対応できる。 

 

 

 
 

3. 人事管理 

 

 
・担当部署内の全職員の能力・特性を
把握し、資質向上のしくみづくりと必
要に応じた見直しを行う能力 
・組織目標・計画を踏まえて保健師採用
計画・配置基準・人事異動を提言する能
力 

 

 
・組織の人材育成方針と保健師の人材
育成方針を踏まえて、主体的に資質向
上に取り組むことができる。 
・係内の業務内容と量を勘案し、人材
配置について係長に提案できる。 

 

 
・係内職員の能力・特性を把握し、資
質向上のための取組を企画、実施、評
価できる。 
・係内の業務内容と量を勘案し、人材
配置について課長に提案できる。 

 
 

・専門職の人材育成計画を策定するた
め関係者が協働し検討できる場を設
置し運営できる。 
・関係課長と連携し、保健師の業務範
囲等を踏まえ保健師必要数について人
事部門を含め組織内で提案できる。 

 

 

 

・組織目標・計画を踏まえて、保健師
採用計画・配置基準・人事異動を提言
できる。 

自治体保健師の標準的なキャリアラダー（管理職保健師に向けた能力に係るキャリアラダー） 
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「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会」開催実績 
 
 

○ 第１回：平成 26 年５月 26 日 

・フリートーキング 

 

○ 第２回：平成 26 年７月 15 日 

・新任期の保健師の研修のあり方等 

・中堅期の保健師の研修のあり方等 

・ヒアリング 

曽根構成員 

田中構成員 

 

第３回：平成 26 年８月 29 日 

・中堅期の保健師の研修のあり方等 

・管理期の保健師の研修のあり方等 

・ヒアリング 

永江構成員 

座間構成員 

佐藤構成員 

 

○ 第４回：平成 26 年 10 月 16 日 

・管理期及び統括的な役割を担う保健師の研修のあり方等 

・ヒアリング 

藤原構成員 

中板構成員 

清田構成員 

 

○ 第５回：平成 26 年 12 月８日 

・中間とりまとめ（案） 

 

○ 第６回：平成 28 年１月 18 日 

・最終とりまとめに向けた検討 

 

○ 第７回：平成 28 年２月 23 日 

・最終とりまとめに向けた検討 

・最終とりまとめ骨子（案） 

 

○ 第８回：平成 28 年３月 24 日 

・最終とりまとめ（案） 
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「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会」開催要綱 
 

１．趣旨 

地域における保健師の保健活動は、地域保健法（昭和 22 年法律第 101 号）及び同法第４

条第１項の規定に基づき策定された、「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」（平成 

６年厚生省告示第 374 号。以下「地域指針」という。）により実施されてきたところであり、

保健師は地域保健対策の主要な担い手として重要な役割を果たしてきた。 

近年、地域保健を取り巻く状況が大きく変化してきたことから、地域指針が大幅に改正 

されるとともに（平成 24 年厚生労働省告示第 464 号）、地域における保健師の保健活動の

留意事項等を示した「地域における保健師の保健活動について」についても大幅に内容が 

見直され、発出されたところである（平成 25 年４月 19 日付け健発 0419 第１号）。 

この中では、地方公共団体に所属する保健師について、保健、医療、福祉、介護等に関

する専門的な知識に加え、連携・調整に係る能力、行政運営や評価に関する能力を養成す

べく、研修等により人材育成を図っていくべきことが示されている。また、国や地方公共

団体等が実施している保健師の人材育成に係る研修については、その内容や実施方法等に

ついて課題が指摘されているところである。 

本検討会では、このような課題を解決するため、今後の保健師に係る研修のあり方等に

ついて検討することとする。 

 

２．検討事項 

（１）地方公共団体に所属する保健師の人材育成のあり方について 

（２）各期（新任期、中堅期、管理期等）の研修のあり方について 

（３）各期（新任期、中堅期、管理期等）の研修体系の構築における関係機関の役割について 

 

３．その他 

（１）本検討会は健康局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。 

（２）本検討会には、構成員の互選により座長を置き、検討会を統括する。 

（３）本検討会には、必要に応じ、別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼することができる

ものとする。 

（４）本検討会は、原則として公開とする。 

（５）本検討会の庶務は、厚生労働省健康局健康課保健指導室が行う。 

（６）この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、座長が健康局長と協議

の上、定める。 
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別紙 
 
 
 
 

 

「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会」構成員 
 

 

 
 

清田 啓子 北九州市保健福祉局地域支援部 地域包括ケア推進担当課長 

佐藤 アキ 熊本県山鹿市福祉部国保年金課 課長 

座間 康 富士フイルム株式会社人事部 次長 

曽根 智史 国立保健医療科学院 次長 

高橋 郁美 全国保健所長会 前総務常務理事 

田中 美幸 宮崎県小林保健所 次長（技術担当）兼健康づくり課長 

中板 育美 公益社団法人日本看護協会 常任理事 

永江 尚美 公立大学法人島根県立大学看護学部看護学科 准教授 

藤原 啓子 全国保健師長会 前常任理事 

○村嶋 幸代 一般社団法人全国保健師教育機関協議会 前会長 
 

 

 

（○は座長、五十音順・敬称略） 

※所属は平成 28 年 3 月 31 日現在 
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令和５年度 市町村保健師の管理者能力育成の推進に向けた 

アドバイザー支援事業 

（50 音順、敬称略） 

 

事務局 

 
 

厚生労働省健康局健康課保健指導室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
委 員 長 荒木田  美香子 川崎市立看護大学 副学長 

 

委  員 

 

麻生 保子 

 

和洋女子大学看護学部 教授 

 

  

 

青木 範子 

 

全国保健師長会  都道府県部会 

  

牛尾 裕子 

 
 

片岡  由紀 

 

山口大学大学院医学系研究科地域看護学分野 教授  

 

全国保健師長会 市町村部会 

  

小宮山 恵美 

 
 

鳩野  洋子 

 

東京都健康長寿医療センター研究所研究員 

 

九州大学大学院 医学研究院保健学部門 教授 

  

吹田  晋 

 

  
渡邉 多恵子 

国立保健医療科学院 生涯健康研究部  

公衆衛生看護研究領域 主任研究官 

全国保健師教育機関協議会 理事 

 

  

 



 

 


